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午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達しておりますので、第９２回

神河町議会定例会の第２日目の会議を開きます。

直ちに本日の会議を開きます。

日程に入る前に、お知らせいたします。和田税務課長におかれましては、令和元年の

分、確定申告相談への出役のため欠席届が出ております。また、病院事務長におかれま

しては、実母の四十九日法要のため欠席させていただきますとのことでございますので、

御了承を願います。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

・ ・

日程第１ 第２１号議案から第３３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第２１号議案から第３３号議案、令和２年度各会計

予算を一括議題といたします。

町長の所信表明並びに第２１号議案、令和２年度神河町一般会計予算の提出者の説明

は第１日目に終了しましたので、ここで第２１号議案の詳細説明を求めます。

児島総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

第２０号議案、令和２年度神河町一般会計予算につきまして詳細を説明いたします。

まず、９ページ、第２表、債務負担行為をお開きください。（発言する者あり）２１

号議案です。申しわけございません。まず、事項の１つ目は、町有施設省エネルギー管

理業務委託料で、期間は令和２年度から令和４年度まで、限度額は６９０万円でござい

まして、これにつきましてはカーボン・マネジメント強化事業の対象４施設のエネルギ

ー数値等の経過状況を把握し、そして環境省に報告する義務があるということから、そ

の専門的なエネルギー管理業務等について委託をするもので、３カ年の契約により実施

をするために設定をいたすものでございます。

続いて、２つ目は、神河町農業振興地域整備計画策定業務委託料で、期間は令和２年

度から令和３年度まで、限度額は ２３０万円でございまして、農業振興地域の整備に

関する法律に基づき現在の計画を更新するものでございまして、２カ年の契約により実

施するもので、設定するものでございます。
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３つ目は、神崎小学校ＬＥＤ照明機器リース事業（工事費含む）で、期間は令和２年

度から令和６年度まで、限度額は３６１万 ０００円でございまして、度育度の水度度

照明をＬＥＤ照明に更新する工事費を含めた経費について５カ年のリース契約により実

施するために設定をいたすものでございます。

４つ目は、神河中学校ＬＥＤ照明機器リース事業（工事費含む）で、期間は令和２年

度から令和６年度まで、限度額は９４２万 ０００円でございまして、小学校と度度度

育度の水度度照明をＬＥＤ照明に更新する工事費を含めた経費について５カ年のリース

契約により実施するために設定するものでございます。

次に、１０ページから１１ページ、第３表、地方債をお開きください。１、臨時財政

対策債は、限度額１対 ５００万円で、国の地方交付税の財対対足分を対うために発行

する赤字地方債で、その元利償還額は１００％後年度の普通交付税に算入をされるもの

でございます。

２、交通安全施設等整備事業は、限度額５７０万円で、地域住民の安全確保のため町

道の区画線、外側線、センターライン等を新設するもので、過疎債でございます。

３、過疎地域３立３進特別事業は、限度額 ９２０万円で、過疎債の３３ト事業で医

師確保対策や企業支援等に係るものでございます。

４、庁用車購入事業は、限度額８５０万円で、地球温暖化対策としてＣＯ２ 削減のた

め低燃費車、ハイブリッド車両の購入に係るもので、地域活性化事業債でございます。

５、病児・病後児保育施設整備事業は、限度額５２０万円で、神崎郡３町で運営する

病児・病後児保育施設の整備に係る神河町整備負担相当分を発行するもので、過疎債で

ございます。

６、病院機器整備事業は、限度額 ５００万円で、医療機器の整備に係るもので、過

疎債を発行し、病院出資金として支出するものでございます。

７、広域基７林道開設事業は、限度額 ６２０万円で、広域基７林道７７７・三国７

線の事業費の県負担金に対するものでございます。

８、観光施設整備事業は、限度額 ６７０万円で、７山高原８車８整備に １００万 

円、グリーンエ円ー円の円円修に ５７０万円に係るもので、どちらも過疎債でござい

ます。

９、観光施設公９９線Ｌ９９環境整備事業は、限度額 ２５０万円で、２０２１年９

ールドマスターズゲームズを控え町内の観光施設の９線Ｌ９９環境整備を行うもので、

過疎債でございます。

１０、１１１地１１対策事業は、限度額 ３５０万円で、１１区、本１区、１１区の

対策事業費の県負担金に対するものでございます。

１１、道１整備事業は、限度額２対９２０万円で、町道神崎・１１線が ０００万円、

町道水町り中河原線が ０９０万円、町道神崎・１１線の支線が５００万円、町道作町

・新田線が ０００万円、町道７山・７線が ９００万円、その・の町道の円良及び・ 
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持工事、合わせて１３１線、 ４３０万円でございます。

１２、橋１整備事業は、限度額 ３００万円で、橋１長１命化修１事業に係るもので、

過疎債でございます。

１３、河１整備事業は、限度額 ３５０万円で、４河１の護１整備事業に係るもので、

過疎債でございます。

１４、河１水１計、１１情報１ス１ム整備事業は、限度額 ９９０万円で、１１化し

た河１水１計の更新と水１状況の１１カメラ設置等の１ス１ム整備に係るもので、過疎

債でございます。

１５、１防車両整備負担金事業は、限度額 １９０万円で、神崎郡３町の管１内で１

用する１防車両、姫１１１防局が購入する部分の神河町の負担金に対するものでござい

ます。

１６、廃校施設１度事業は、限度額１対 ３００万円で、１１山小学校、１１１の各

建物の１度撤去に係るもので、過疎債でございます。

起債の方法、利率、償還の方法については、第３表の記載のとおりでございます。

以上によりまして、記載の限度額の合計を９対 ８００万に定めるものでございます。

それでは、続いて、事項別明細書により説明をさせていただきますので、１５ページ、

歳入をお願いいたします。１歳町税、１項町民税、１目歳人町民税は４対 ４９６万 

０００円で、０等０ ９６８万 ０００円、所００４対 ９５７万 ０００円、０納分   

５７０万 ０００円で、対前年度５１５１万 ０００円の減額でございます。 

２目法人町民税は ７２５万 ０００円で、対前年度５８４万円の２額でございまし 

て、事業所２１７社、０等０ ６１７万 ０００円、税０ ０７９万 ０００円、０納   

２９万 ０００円でございます。

２項固定資産税、１目固定資産税は、土地・家１・償却資産に課税するもので、１１

対 ８１４万 ０００円と億億んでおり、対前年度５ ０７９万 ０００円の減額でご   

ざいます。特に依存度の多い関西電力の１河内水力発電所に係る１規模償却資産は４対

１６４万 ０００円を億億んでおります。 

３項３３動車税は、３し税目に３更がありまして、１目環境性３０は２０３万 ００

０円、２目０別０は ２００万 ０００円で、合わせて ４０４万 ０００円、対前年   

度５１３５万 ０００円の２額でございます。

４項町た４こ税は ８３４万 ０００円で、対前年度５１６４万円の２額でございま 

して、元年度の決算億億みを勘案し計上いたしております。

続いて、１６ページの２歳地方譲与税から１７ページの１０歳地方特例交付金につき

ましては、元年度の決算億億みを基本にしながら地方財政計画及び県の交付億億みを勘

案して計上をいたしております。

資料につきましては、一般会計説明資料の１３ページから１５ページに掲載をいたし

ているとおりでございます。

－１０３－



続いて、１７ページをお開きください。１７ページ、７歳法人事業税交付金、これに

つきましては１費税１０％段階で法人事業税の税率が引き下げられたことにより１町１

分の法人住民税法人税０が減収となることから、その対填措置として県が収納しました

法人事業税の一部を１町１に交付する制度が新たに設定をされたことから７００万円を

計上をいたしております。

８歳地方１費税交付金の社会保８財対交付金１対 ０００万円の８当８につきまして

は、一般会計予算説明資料の１０１ページから１０２ページに掲載のとおりでございま

す。

１１歳地方交付税は３０対 ５００万円で、対前年度５１対 ５００万円の２額、普 

通交付税２６対 ５００万円、特別交付税４対 ０００万円でございます。 

１８ページ、１３歳分担金及び負担金、１目分担金、農林水産業費分担金、１節林業

費分担金９０万円は、町単独林道対修事業の受益者分担金で、そのうち４０万円は作町

地内の林道石風呂線の分担金でございます。

３目土木費分担金、１節道１橋１費分担金２６万円は、単独町道円良事業で区要望に

よる、まず越知地内の町道加寺・対動野線、峠地内の町道峠線のそれぞれ受益者分担金

でございます。

２項負担金、１目民生費負担金、１節児童福祉費負担金のうち寺前、神崎、管外のそ

れぞれれ立保育所の運営費負担金合わせて ２３０万 ０００円で、対前年度５８７０ 

万円の減額でございます。そして新たに神崎郡３町で運営します病児・病後児保育に係

る負担金として ２４１万 ０００円の計上でございます。内るにつきましては、１１ 

町６３２万 ０００円、福崎町６０９万 ０００円でございます。２節１人福祉費負担 

金９５万円は、養護１人ホームに入所している６名の方の費用徴収金でございます。

３目農林業費負担金、１節農業費負担金７８５万 ０００円は、新たに本年４月から

発足します兵庫県農業共済組合への職員派遣に係る人件費負担金でございます。

１４歳１用料及び手数料、１項１用料、１目総務１用料は ８８１万 ０００円で、 

そのうち７ーブル１そビの利用料は ７４８万 ０００円で、対前年度５３２万 ００  

０円の減額でございます。

１９ページ、３目土木１用料、１節住宅１用料は、町営住宅５団地と定住３進空き家

活用住宅長谷地区の３活、合わせて ９５８万円でございます。

４目教育１用料、１節１１１１用料は、預かり保育２６万円で、１児教育・保育の９

償化により対前年５２３３万 ０００円の減額でございます。２節社会教育施設１用料

は６６５万 ０００円で、山１は学事業の終了にはい地域交流センターの１用料を削減

しております。

２０ページ、２項手数料、１目総務手数料、２節徴税手数料において円ンビニエンス

ストスでの税ス明等の交付として４０件、 ０００円を億億み計上をいたしております。

３節活籍住民基本台帳手数料において円ンビニエンスストスでの住民票等の交付として
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３３５件、８万 ０００円を元年度の実３億億みにより計上をいたしております。

続きまして、２０ページから２６ページにかけての国庫支出金、県支出金の説明をい

たします。それにつきましては予算説明資料の１６ページから２９ページに詳しく積算

資料をつけておりますので、それと並行して億ていただけれ４と、このように思います。

それでは、１５歳国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金は３対 ９１

９万 ０００円で、対前年度５ ８５２万 ０００円の２額でございます。これにつき  

ましては寺前、神崎、管外のれ立保育所の運営負担金、そして子育てのための施設費、

施設等ということで、１１１４歳、５歳児の預かり保育に係る給付への交付金、そして

介護保険の低所０者保険料を３減するための負担金など、これら社会保８に８当する国

の負担分の２額でございます。

２１ページ、２項国庫対助金、１目総務費国庫対助金は ７５２万 ０００円で、地 

方創生推進交付金は６００万円でございまして、これにつきましては１ングルマザー移

住支援事業で、交付対象事業費の２分の１でございます。

２目民生費国庫対助金４３０万 ０００円で、そのうち地域生活支援事業対助金４０

８万円は８害者総合支援法に基づく８害福祉サービスである手話通る者派遣、移動支援、

日中一時デイサービス支援等の介護給付に対する対助金でございます。社会資本整備総

合交付金２２万 ０００円は、人生いきいき住宅助成円合事業分でございます。

３目３生費国庫対助金６９０万 ０００円で、これにつきましては病院３度円３事業

ののの円修が終了したことにより１のに交付金が減３したため、対前年度５ ２１２万

０００円の減額とな０ております。１節保健３生費対助金の０１風００度００等事業

対助金１１８万 ０００円につきましては、令和３年度までの間、補和３７年４月２日

から補和５４年４月１日生まれの男性を対象として実施する風００度００に係るもので、

その費用の２分の１の対助でございます。３節環境３生費対助金の地球温暖化対策推進

事業対助金５００万円は、クールチョイス推進事業並びに第３次地球温暖化対策実行計

画の更新に係るものでございます。

４目商工費国庫対助金は ２５０万円で、観光施設の公共９線Ｌ９９環境整備に係る

対助金で、対助対象事業費の２分の１でございます。

５目土木費国庫対助金は１対 ９３４万 ０００円で、対前年度５ ８４３万 ００   

０円の減額でございます。１節道１橋１費対助金の道整備交付金 ８４２万 ０００円 

は、町道水町り中河原線でございまして、対助対象事業費の５０％の対助でございます。

続いて、社会資本整備総合交付金の道整備 ８９３万 ０００円は、橋１長１命化修１ 

事業に係るもので、対助対象事業費の５⒎２％の対助でございます。２節住宅費対助金

のうち社会資本整備総合交付金の定住３進 ６０８万 ０００円は、まずの者世のに係 

る家る対助が３３５万 ０００円、住宅る０支援に係るものが９５８万 ０００円、住 

宅リ３ォーム支援が２２５万円、そして空き家活用が９０万円で、いずれも対助対象事

業費の４５％の対助でございます。空き家再生３２０万円につきましては、特定空き家
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等の除却、１度に係るもので、略式代執行に係る費用の２分の１でございます。

２２ページでございます。６目１防費国庫対助金２２５万円は、洪水及び土砂災害ハ

ザードマップの更新に係る対助金で、対助対象事業費の２分の１でございます。

７目教育費国庫対助金は ４４２万 ０００円で、３節社会教育費対助金において引 

き続きき化財保存活用地域計画策定に係るき化きき振興費対助金９４５万 ０００円、

そして埋蔵き化財０１発掘調０費１５０万円につきましては、国指定に向けての福本遺

跡のより８実した内容とするための調０に係る対助金でございます。

１６歳県支出金、１項県負担金、１目総務費県負担金、１節移譲事務１町交付金は３

３４万 ０００円でございまして、県から１町へ３限移譲された２３項目の事務に係る

交付金でございます。

続いて、２２ページから２３ページにかけての２目民生費県負担金は２対 ７７９万

０００円で、対前年度５ １６８万 ０００円の２額でございまして、これにつきま  

しても８ほど国庫負担金の説明したとおり社会保８に対する県の負担金分の２額でござ

います。

２項県対助金、１目総務費県対助金 ７３７万 ０００円で、対前年度５ ００３万  

０００円の２額でございます。１節総務管理費対助金のうち１町振興交付金 １５７ 

万 ０００円、これにつきましては万万の神河町から生野までの赤字１線に対する町対

助金に対してのバス対策費対助金、そして円ミュニ１ィバス事業の運営に対する交付金

で、一般財対でいとしております。ひでうご地域創生交付金 ５２５万 ０００円につ 

きましては、兵庫県独３の地方創生に係る交付金で、長谷駅利用３進事業、木合インタ

ーン１ップ事業、そして過疎債発行事業としてスキー８及び観光施設などを対象とし、

一般財対でいとして計上をしております。電対立地地域対策交付金事業対助金 ９４０

万円は、道１・持対修の町道７山・７線の舗装工事を予定しており、一般財対でいでご

ざいます。

２目民生費県対助金、１節社会福祉費対助金のうち民生児童委員活動費用弁償対助金

２２９万 ０００円は民生児童委員３８名の活動に対する対助金で、次に、民生児童２

力委員設置等対助金３万 ０００円は民生児童２力員７２名の活動に対する対助金でご

ざいます。人生いきいき住宅事業対助金１２１万円は、高齢者や８害者の方が住みなれ

た３宅で安心して暮らせるように身度の状態に適した住宅に円合する８合の対助金でご

ざいます。

２４ページです。２節１人福祉費対助金の１人クラブ助成事業対助金１３４万 ００

０円、そして１人クラブ活動強化推進事業対助金８６万 ０００円は、それぞれ単１１

人クラブ３６クラブの活動に対する対助金でございます。３節医療助成費対助金 ８４

６万 ０００円につきましては、医療助成金とその事務費の２分の１の対助金でござい

ます。４節児童福祉対助金の子ども・子育て支援交付金は、それぞれ保育所、１１１、

小学校、そして健康福祉課関係事業などに８当するものでございます。病児・病後児保
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育事業４１８万 ０００円につきましては、施設整備に係るものが２６６万 ０００円、 

運営費に係るものが１５１万 ０００円でございます。ひでうご保育料３減事業対助金

は、一部県の実施要綱が円正をされまして、これまでの第２子以降の保育料の３減措置

に加え、第１子、町民税所００額５万 ７００円ににの世のの保育料の３減措置が創設

をされております。それらを含めて対助金として１０７万 ０００円を計上するもので

ございます。

３目３生費県対助金のうち母子保健医療対策総合支援事業対助金４７万 ０００円は、

子供が健やかに育つ環境づくりを推進するための母子医療対策として産後７スや産婦健

康診０等の支援に係る対助金でございます。僻地診療所運営費対助事業対助金２９１万

０００円は、１町、上小田、１上各診療所の運営費に対しての対助金でございます。

骨骨移骨後等再骨０対助金８万 ０００円、これにつきましては骨骨移骨等を受けたこ

とで免疫が低下、１失したことにより感染症に罹患する頻度が高くなることから再度予

防骨０を実施し、その免疫を再獲０するための経済的負担を３減するための対助金で、

全額助成でございます。

２５ページ、４目農林水産業費県対助金、１節農業費対助金の上から９行目、鳥獣被

害防害対策事業対助金４３３万 ０００円、そしてもう３し下の１町振興交付金７７万

０００円は、ともに０、イ０１１、０等の有害０獲に対する助成でございます。なお、

１町振興交付金は一般財対でいでございます。農地利用市適化交付金１５１万 ０００

円は、農業委員、農地利用市適化推進委員が農地法などに基づき行う農地集積等の活動

に対する支援交付金でございます。農業次世代人材投資事業対助金４５０万円は、新規

就農者３人への支援対助金でございます。農１地域防災減災事業対助金 ８００万円は、

農地面積の減３で１用しなくな０た３カ所のため池を計画的に廃害をしていくための測

量及び調０業務等への対助金でございます。強い農業・担い手づくり総合支援交付金３

００万円及び法人化・高度化３進施設整備事業対助金６４万 ０００円は、ともに農業

経営度が経入する農業機経への助成でございます。２節林業費対助金 ４３０万 ００ 

０円は、引き続き県民緑税を活用した０１防災林整備事業、針葉樹林と広葉樹林の混交

林整備事業等の対助金でございます。３節水産業費対助金１０万円につきましては、引

き続き水産業の再生や活性化を図るため内水面の環境、生態等の・持、回復など漁業者

が行う河１清掃等の活動やるり組みに対しての対助金でございます。

５目商工費県対助金１０７万 ０００円は、７山高原の０在５中５施設等の整備に係

る償還金に対しての対助金でございます。

６目土木費県対助金、１節土木費対助金のうち、ひでうご住まいののの化３進事業対

助金６０万円は、簡易のの診断を受けた住宅の建てかえや簡易なのの円修等を行う８合

の対助金でございます。２節住宅費対助金の１１危険空き家除却支援事業対助金３００

万円につきましては、特定空き家等の除却、１度に係るもので、所有者が行う除却への

対助金に対するものでございます。
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７目教育費県対助金、１節小学校費対助金１１６万 ０００円は、小学校度７活動事

業対助金で、５年生対象の４泊５日の集団宿泊活動を実施する３然学校、そして３年生

対象の度７５学習、環境学習に係る経費の対助金でございます。２節中学校費対助金の

トライやる・ウイーク事業対助金４５万円につきましては、２年生を対象に３立を高め、

生きる力を育むことを目的に職８度７、福祉度７、勤労生活活動など地域での度７活動

に係る経費の対助金でございます。スクール３ー１にル９ーカー事業対助金３２万 ０

００円につきましては、教育相談度制に福祉等の専門的な知識や技きを有する３ー１に

ル９ーカーを配置をするための対助でございます。

続きまして、２６ページ、３項県委託金、総務費県委託金、３節統計調０費委託金は、

指定された統計調０に係る１町への委託金でございます。５年ごとに実施されます国勢

調０に係る委託金は４３０万円を計上をいたしております。４節総務管理費委託金９８

万 ０００円は、地域再生２万員設置業務委託金で新たに県で創設をされました県万２

力隊、地域再生２万員の制度を活用いたしまして地域おこし２力隊員の３ォロースップ

等を実施するものでございます。

４目農林水産業費県委託金、１節農業費委託金の地籍調０事業委託金１対 ３５０万

０００円は、山林部の地籍調０で県営事業として県から委託事業に係るもので、対象

事業費の１００％でございます。２節林業費委託金のナラ枯れ防除事業委託金は、７山

・・７高原、そして福本、うぐいす荘周辺等の除去でございます。

７目教育費県委託金３０万 ０００円は、ひでうごがん４り学びタイム事業委託金で、

地域人材を活用した小学校英語教育支援８実事業委託金が５万円、そして小学生を対象

にに課後における対８学習等の推進事業費として２５万 ０００円で、学力向上を目的

に歳別学習を実施するものでございます。

２７ページでございます。１７歳財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金

４５４万 ０００円は、一般会計で設置をしております財政調整基金を４めとした１０

の基金の利子収入でございます。

２目財産２付収入 １９７万 ０００円は、町有財産である土地や建物等の２付収入 

でございます。

２項財産売り払い収入、１目対動産売り払い収入は１００万円を予定しております。

１８歳１１金、１項１１金、２目指定１１金の神河１るさとづくり１援１１金は ５

００万円を予定をいたしております。

２８ページでございます。１９歳繰入金、１項・会計繰入金は、特別会計からの繰り

入れでございます。

２項基金繰入金は、一般会計で設置をしている基金からそれぞれの目的に沿０た事業

費の財対として８当するために繰り入れをするものでございます。

１目公共施設・持管理基金繰入金 ６０５万円は、各施設の修１や工事等の・持費に

繰り入れをするものでございます。
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５目神河１るさとづくり１援基金繰入金 １００万円は、令和元年度に収入する予定

の神河１るさとづくり１援１１金を積み立てをしたものを繰り入れし、１１をされた方

の１途にはい各施策の事業費の財対として８当するものでございます。

６目財政調整基金繰入金 ０００万円は、当４予算６成に当たりまして、その財対対

足を対うために繰り入れを行うものでございます。対前年度５１対 ０００万円の減額

でございます。

２９ページ、７目まちづくり基金繰入金 ３８０万円は、これからのまちづくりの基

礎となる計画策定等の経費に繰り入れをするものでございます。

８目森林環境譲与税基金繰入金１５０万円は、令和元年度にに執行分の譲与税を積み

立てしたものを繰り入れし、森林整備費の財対として８当をするものでございます。

２０歳繰越金 ０００万円は、前年度繰越金でございます。

２１歳２収入、３項２付金元利収入１３３万 ０００円は、過去に住宅新３資金、宅

地る０資金、住宅円修資金などとして２し付けした２付金の元金の回収と利子収入でご

ざいます。

３０ページでございます。４項受託事業収入、１目３生費受託事業収入８１万 ００

０円は、環境整備受託事業収入として県道敷の除草作業等に対する県からの収入でござ

います。

３０ページから３３ページ、５項雑入につきましては、これまで説明をしてきました

歳入科目に含まれない収入を計上をいたしております。

３２ページをお開きください。中ほどのス３ー３振興く３助成金 １１２万円につき

ましては、７山高原スキー８ゲそンデの緑化、芝生整備に係る助成金で、事業費の５分

の４でございます。そして一番下の観光施設土地等１用料２１１万 ０００円は、観光

施設の指定管理者からの受け入れで、新田１るさと１１５０万円、グリーンエ円ー笠形

６１万 ０００円でございます。

３３ページをお願いします。観光施設・持管理負担金６９０万円でございます。これ

につきましては各施設の修１等への負担分として売上金の１％を基本に受け入れをする

ものでございます。空き家等０１措置所有者負担金５０万円、これにつきましては特に

周辺の安全確保のため実施する危険空き家等の０１修１等の措置に対し所有者から受け

入れをいたすものでございます。

２２歳町債につきましては、８ほど第３表、地方債で説明したとおりでございます。

続いて、３４ページお願いします。３４ページ、３動車る０税交付金は、廃歳でござ

います。

以上で歳入の説明は終わります。

引き続きまして、３５ページ、歳出をお開きください。歳出につきましても一般会計

説明資料３０ページから９９ページに記載をしておりますので、そちらとあわせて説明

を聞いていただけれ４と思います。
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３５ページから３６ページ、１歳議会費は ６６６万円で、町議会議員１１名、議会

事務局の一般職３名分の人件費、そして本会議、常任委員会等の開催など議会運営に係

る経費を計上をいたしております。議員の報酬につきましては、神河町報酬審議会の答

申に基づき円定は行わず据え置き、期末手当は一般職に準３０５月の引き上げを反映

し、計上をいたしております。

３６ページから３９ページ、２歳総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は４対

１９８万 ０００円で、対前年度５ ３７９万 ０００円の減額でございます。特別職  

２名、総務課の一般職１５名の人件費と行政運営に係る総合行政用円ンピューター運営

などの事務経費、区長会運営経費、１るさと納税関連経費などを計上しております。特

別職、町長、副町長の給料は、神河町報酬審議会の答申に基づき、円定は行わず据え置

き、期末手当は一般職に準３０５月の引き上げを反映し、計上をしております。

３７ページをお開きください。８節報償費のうち記念品７５０万円は、１るさとづく

り１援１１金に対する返礼品。１２節役務費、宅配便代として１２９万円。

３８ページ、１３節委託料で中ほどの１ス１ム円修委託料 ４２４万 ０００円、こ 

れにつきましてはマイナンバー関係で中間サーバーとＩＤ連携サーバーの次期１ス１ム

への対１に対する円修、そして６月予定のデータ標準そイスウト円万ということで、国

保、児童手当、子育て支援、介護保険に係る１ス１ム円修の費用を計上いたしておりま

す。その下、１ス１ム経入委託料３０５万 ０００円、これにつきましては国税庁へ確

定申告データをスムーズに電送するための１ス１ム、そして指定金融機関及び収納代理

金融機関への３動引き落としデータについてＬＧＷ９９回線を利用し電送するサービス

の１ス１ムの経入でございます。また、令和２年度で行政用基７系１ス１ム及び職員の

パ３円ン等の更新を計画をいたしております。

３９ページをお願いします。２１節２付金の医師修学資金２与金 ２００万円は、現

在継続している５名分の計上でございます。

３９ページから４０ページ、２目き書管理費は ４０６万 ０００円で、３月発行す 

る広報の作成経費、町の例規集の整備、町ホームページの管理経費などを計上をいたし

ております。

４０ページ、３目会計管理費は ８１９万 ０００円で、会計課の一般職４名の人件 

費と会計処理に係る事務経費、そして指定金融機関るで手数料を計上をしております。

４０ページから４２ページ、４目財産管理費１対 ０８７万 ０００円で、これにつ 

きましては本庁き、支庁きに係る空調等の設備き了にはいまして対前年度５２対 ０１

５万円の減額とな０ております。本庁き、支庁き、センター長谷、公用車等の・持管理

経費と基金への積立金等を計上をいたしております。

４２ページをお開きください。１５節工事請負費の庁き等施設円善工事請負費３１９

万 ０００円でございます。内るにつきましては、本庁きの防万カメラ設置工事が５１

万 ０００円、支庁きの健康学習万万修１工事等、万万所設置については２６８万 ０ 
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００円でございます。センター長谷円修工事請負費１８１万 ０００円は、トイその円

修工事でございます。１８節備品購入費の車両購入費 １８５万 ０００円は、公用車 

の更新で、ハイブリッド車の町長車１台、低燃費車の３３動車２台、３３動車のダンプ

１台、そしてリース車両の買いるりということで経費を計上をいたしております。２５

節積立金、神河１るさとづくり１援基金積立金 ５００万円は、１るさと納税として１

１していただいたものを次年度のまちづくり施策への財対とするために基金に積み立て

をするものでございます。

４２ページから４３ページ、５目交通対策費は１対 ６１０万 ０００円で、円ミュ 

ニ１ィバスの運行経費、交通安全への啓発経費、交通安全施設の整備工事費など公共交

通対策に係る経費を計上しております。１３節委託料のうち乗り合い運行業務委託料７

４５万円、これにつきましてはバス停までの移動が困難な方を対象に予約制の乗り合い

５運行の社会実７を３カ月間長谷地域で行うものでございまして、その０スをもとに事

業化に向け０討をするものでございます。５節工事請負費の９５０万円につきましては、

交通安全施設整備に係るもので、カーブミラーにつきましては１８０万円、そして町道

の区画線、外側線、センターライン等につきましては７７０万円でございます。

４３ページ、ＪＲ播但線長谷駅利用３進事業として、１９節負担金、対助及び交付金

の長谷駅利用３進計画実の業務対助金２３５万 ０００円でございまして、長谷駅利用

３進と地域の活性化に向けて策定された計画に基づく実の事業費に係る対助金でござい

ます。

４３ページから４５ページ、６目企画費につきましては１対 ３８７万 ０００円で、 

２し工８整備などの減額によりまして対前年度５２対 ７８３万 ０００円の減額とな 

０ております。ひと・まち・みらい課の一般職８名と再任用職員１名の人件費と地域創

生を中心に町の活性化のための事業経費を計上をいたしております。

４４ページをお開きください。１３節委託料のかみかわ男女共度参画計画策定委託料

３３０万円につきましては、平成２８年度策定の計画を更新するものでございます。

４５ページをお開きください。１９節負担金及び交付金の下ほど、地域おこし２力隊

起業化支援対助金２００万円でございます。任期がに了する隊員２名の町内での起業に

対する支援対助金で、特別交付税の対象とな０ております。

４５ページから４６ページ、７目Ｃ９４４管理運営費は１対 ２７７万円で、局きの

円修工事、課金１ス１ム更新等が終了したことから対前年度５ ６５６万 ０００円の 

減額とな０ております。

４６ページをお開きください。１３節委託料の指定管理料１対２５０万 ０００円は、

対前年度５ ３３０万 ０００円の減額でございます。 

８目２費の１３節委託料５０万円と１５節工事請負費７５０万円につきましては、廃

校小学校跡地整備事業で１１山小学校跡地活用に係るもので、地域の皆さんが利用され

る公１として予定をして整備するものでございます。
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１０目１費者行政費は３３９万 ０００円で、１費者への啓発や相談１口として福崎

町に共度で設置している神崎郡１費生活中５センターへの負担金、そして町１費生活の

会への対助金など１費者対策の経費を計上をいたしております。

４７ページから４８ページ、２項徴税費、１目税務総務費は ４２８万 ０００円で、 

税務課の一般職５名と再任用職員１名の人件費と税務事務に係る事務経費を計上をいた

しております。１３節委託料 ３０５万 ０００円の３つの委託料につきましては、い 

ずれも令和３年度評価がえに向けての固定資産税の適正かつ公平な課税を行うための業

務委託に係る経費でございます。

４８ページ、２目４課徴収費は７２８万 ０００円で、４課及び徴収に係る事務経費、

そして円ンビニエンスストス、クそジット収納に係るそれぞれ経費を計上をいたしてお

ります。

４８ページから４９ページ、３項活籍住民基本台帳費は １０７万 ０００円で、住 

民生活課の一般職１名の人件費と活籍法、住民基本台帳法に基づく事務処理に係る経費、

そして円ンビニエンスストスでのマイナンバーカードを利用した住民票などの交付に係

る経費を計上をいたしております。

４９ページ、４項４４費、１目４４管理委員会費は９９２万 ０００円で、４４管理

委員会委員４名の委員報酬と委員会の運営経費、そして４４管理委員会書記として総務

課の一般職１名の人件費を計上をいたしております。

５０ページから５１ページ、５項統計調０費は、国、県から指定された統計調０を行

うのに必要な経費を計上をいたしております。

５１ページをお開きください。７目国勢調０費は４３０万円を計上しており、５年ご

とに行われているもので、本年１月１日を基準とし、実施をされる予定でございます。

１０月１日でございます。

５１ページから５２ページ、６項１０委員費７９万 ０００円は、１０委員２名の委

員報酬と財務１０及び行政１０に係る事務経費を計上をしております。１０委員、識億

者の年額報酬は、神河町報酬審議会の答申に基づき、６万円の引き上げを反映し、計上

をいたしております。

５２ページから５４ページ、３歳民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は４

対９５２万 ０００円で、対前年度５ ２４８万 ０００円の２額でございます。住民  

生活課の一般職４名の人件費、民生児童委員３８名の活動費用弁償、町社会福祉２議会

への対助金、国民健康保険事業、介護保険事業等の特別会計への繰出金など社会福祉行

政経費を計上をいたしております。

５３ページをお開きください。１５節工事請負費、防万カメラ設置１９２万 ０００

円、これにつきましては７線道１沿いの防万カメラ設置で３基分を計上をいたしており

ます。

５４ページから５５ページ、２目１人福祉費は ９１５万円で、１人クラブ３６クラ
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ブへの助成、１ルバー人材センターへの負担金、地域住民グループ活動支援、タク１ー

運る助成、１人保護措置費など１人福祉行政に係る経費を計上をしております。

続いて、５５ページから５７ページ、３目心身８害者福祉費は３対 ０８６万 ００ 

０円で、８害者総合支援法に基づく８害者福祉サービスの利用時の介護給付費などを計

上をいたしております。

４目医療助成費は ４５５万 ０００円で、高齢期移行者、重度８害者、４１児、母 

子・父子家庭、高齢８害者に係る医療助成金と事務費を計上をしております。４１児医

療の９償化については、引き続き高校生まで等とし、保護者の負担３減を図０ておりま

す。

５７ページから５８ページ、５目国民年金事務費は８２２万円で、住民生活課の一般

職１名の人件費と国民年金の届け出等に係る事務費を計上をしております。

６目民主化推進費は１７０万 ０００円で、人３や地域円善の活動への助成金などを

計上をしております。

７目後期高齢者医療費は２対 ４８３万 ０００円で、対前年度５ ７８９万 ００   

０円の２額とな０ており、兵庫県後期高齢者医療広域連合への療養給付費の負担金、町

が設置をしている後期高齢者医療特別会計への繰出金などを計上をしております。

５８ページから５９ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は １３８万円で、

対前年度５ ２１２万 ０００円の２額でございます。子ども・子育て会議委員１３名 

の委員報酬、こどもを健やかに生み育てる支援金、子供会、縁結び事業、出産祝い品、

そして神崎郡３町で運営する病児・病後児保育に係る施設整備とその後の運営に係る一

般職１名の人件費や事務費など児童福祉行政に係る経費を計上をしております。

５９ページから６０ページ、２目児童措置費は１対 ２９４万 ０００円で、児童手 

当とその給付に係る事務費を計上しております。

３目保育所費は２対 ７７４万 ０００円で、対前年度５ ７１３万 ０００円の２   

額でございます。子ども・子育て支援法に基づき、寺前保育所、神崎保育１、管外保育

所においてそれぞれ円滑な運営を行うための運営委託費や一時預かり事業対助金などを

計上をしております。

６０ページから６１ページ、４歳３生費……。

○議長（安部 重助君） 児島特命参事、ここで休憩させてもらいますんで。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時３５分といたします。

午前１０時１７分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

引き続き第２１号議案の詳細説明をしてください。

児島総務課財政特命参事。
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○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

６０ページから６１ページ、４歳３生費、１項保健３生費、１目保健３生総務費は６対

２９８万 ０００円で、公立神崎総合病院３度円３事業が終了したことによる出資金 

の削減により対前年度５２対 ０８５万 ０００円の減額とな０ております。健康福祉 

課の１３名の人件費と公立神崎総合病院、水道事業会計への対助金、出資金、そして介

護療育、７スス１ー１ョンかんざき特別会計への繰出金など保健３生行政に係る経費を

計上をしております。

６１ページをお開きください。１９節負担金、対助及び交付金の９ＥＤ購入費対助金

７５万円、これにつきましては区の集会所施設等に設置するために購入する経費の２分

の１、上限１５万円の対助で、５件分を計上をいたしております。

病院事業会計への繰出金は、収益的収支、３病予算への対助金２対 ０００万 ００ 

０円と２４節投資及び出資金の資本的収支、４病予算への出資金は過疎債を財対とした

医療機器の購入分を含め１対 ２５０万 ０００円、合わせて４対 ２５０万 ０００   

円でございます。

６１ページから６３ページ、２目健康づくり対策費は ７１７万 ０００円で、健康 

教育、相談、特定基本健診、がん等各００診、予防骨０、食育計画推進事業など町民の

健康２進、そして３主的な健康づくりにるり組む意識の形成などを目的とした事業の経

費を計上をしております。

６３ページから６４ページ、３目母子３生費は ３０８万円で、４１児健診、５歳児

までの相談、虫歯予防、妊婦健康支援、特定対妊１療費助成、産後７ス、子育て世代包

括支援センターに係る経費などゼロ歳から５歳児、そして妊娠から出産、育児等に係る

母子保健事業の経費を計上をしております。

６４ページ、４目保健３生施設管理費は４５０万 ０００円で、１河内保健福祉セン

ターの施設の・持管理に係る経費を計上をしております。

６４ページから６５ページ、５目診療所費は７７４万 ０００円で、１上及び上小田

診療所の開設に係る運営費、そして郡医師会で実施をしている休日の在宅当番医制事業

への負担金、救１救命センターの運営負担金などを計上をしております。

６５ページから６６ページ、２項環境３生費、１目環境３生費は １８１万 ０００ 

円で、対前年度５ ５３６万 ０００円の２額でございます。住民生活課の一般職５名 

と再任用職員２名の人件費と畜犬登録、狂犬病予防注射等の事務、そして中播３部行政

事務組合負担金、火葬８の部分などの環境３生行政に係る経費を計上をしております。

６６ページをお開きください。１３ページ、委託料、そのうちクールチョイス推進事

業及び第３次地球温暖化対策実行計画の更新の委託料として４９７万円を計上。そして

カーボン・マネジメント強化事業対象４施設のエネルギー数値等の経過状況を把握し、

環境省に報告する義務があるため、その専門的なエネルギー管理等の業務委託料として

本年度分、２年度分２４０万円を計上をしております。
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２目公害対策費は１１１万円で、町内河１の水質汚染調０の委託料を計上しておりま

す。

６６ページから６７ページ、３項清掃費、１目ごみ処理費は２対 ７２８万円で、町

内一斉のクリーン作戦、対法投棄物の処理、資対ごみ回収対助金、そして中播３部クリ

ーンセンターの運営負担金などを計上をいたしております。

２目し２処理費は５対 ０１２万 ０００円で、町内５３６基の合２処理２化２の・ 

持管理、そして２化２汚泥を処理する施設として福崎町に共度設置している中播３生セ

ンターへの運営負担金、合２処理２化２５人２３基、７人２３基の設置対助金、下水道

事業会計への対助金と出資金などの経費を計上をしております。

６７ページから６８ページ、５歳農林水産業費、１項農業費、農業委員会費は ４１

６万 ０００円で、農業委員１４名と農地利用市適化推進委員７名の委員報酬、地域振

興課の一般職１名の人件費、そして農業委員会の運営、農地基本台帳管理、農業者年金

等に係る経費を計上しております。

６８ページから６９ページ、２目農業総務費は １６７万 ０００円で、対前年度５ 

４８２万 ０００円の減額でございます。地域振興課の一般職５名の人件費とその・ 

農政事務に係る経費を計上をいたしております。

６９ページから７０ページ、３目農業振興費は１対 ２５２万 ０００円で、各区の 

農会長、営農組合長への農政事務２力謝金、中山間地域等直骨支払交付金、有害鳥獣対

策（０、スライグマ、ヌートリス）、多目的機３支払交付金、米安全確保対策、００獲

支援（０、イ０１１）、人・農地問題１決推進事業、そして農業振興地域整備計画の総

合億直しによる新たな計画の策定委託料など農政施策に係る経費を計上をしております。

７０ページをお開きください。１９節負担金、対助及び交付金のうち農業機経施設整

備支援事業対助金２０４万円は、町単独の対助事業で、１１営農、１河営農、本１営農

の農業機経経入に係る対助金でございます。

７１ページをお開きください。７１ページ、農業次世代人材投資事業対助金４５０万

円は、県対助金を財対として認定新規農業者３名への人材育成対助金。次に、強い農業

・担い手づくり総合支援対助金３００万円は、県対助金を財対として農業経営度、法人

への農業機経経入に係る対助金。次に、法人化・高度化３進施設整備事業対助金６４万

０００円は、県対助金を財対として農事組合法人０００営農の農業機経整備に係る対

助金でございます。

４目農地費は ２７５万円で、対前年度５ ５５０万 ０００円の２額でございます。  

土地円良施設の・持管理、区から要望のあ０た４件の町単独土地円良事業対助金２８５

万円とため池防災対策として農地面積の減３で１用しなくな０た３カ所のため池を計画

的に廃害するための測量等の調０業務に係る委託料 ８００万円などを計上をいたして

おります。

７２ページ、農業施設管理費は ０５２万 ０００円で、対前年度５ ６１１万円の  
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減額であり、水車公１、神崎３ード、道の駅の施設・持管理経費を計上しております。

７２ページから７３ページ、６目地籍調０費は２対 ８５３万 ０００円で、対前年 

度５ ０９９万 ０００円の２額であり、地籍課の一般職１０名と再任用職員１名の人 

件費、計画的に進めている山林調０の事業費を計上をいたしております。

７４ページ、２項林業費、１目林業総務費は ８７６万円で、地域振興課の一般職１

名の人件費と県営事業の広域基７林道７７７・三国７線工事費の県への負担金など林政

事務に係る経費を計上をしております。

７４ページから７５ページ、２目林業振興費は１対 ２８２万 ０００円で、対前年 

度５ ４７３万 ０００円の２額でございます。木工きセンターピ０キ度度の指定管理 

料、７山・・７高原等のナラ枯れ対策業務委託料、森林管理１００％推進による合林事

業、県民緑税を活用した０１防災林、針葉樹林と広葉樹林の混交林の整備、森林環境譲

与税を活用した森林整備、裏山防災、危険木に係る１山１水工事対助金などの林政施策

に係る経費を計上をしております。

７５ページ、３項水産業費は６６５万 ０００円、寺前、長谷、越知１の各漁業組合

への対助金、それぞれの河１流域の多面的機３発揮対策事業対助金と事業費を計上をし

ております。１９節負担金、対助及び交付金の水産活性化対助金２００万円につきまし

ては、水産の再生や活性化のための活動、るり組みへの支援として１団度５０万円につ

き計上をいたしております。

７６ページ、６歳商工費、１項商工費、１目商工振興費は ３６９万 ０００円で、 

国が実施したプそミスム付商品国事業が終了したことなどにより対前年度５ ０１４万

０００円の減額とな０ております。地域振興課の一般職２名の人件費と町商工会への

対助金、ハート３ル商品国、商業振興事業の対助金など商工行政経費を計上をしており

ます。

７６ページから７９ページ、２目観光振興費は１対 ５４９万 ０００円で、対前年 

度５ ０５４万 ０００円の２額であり、地域振興課の一般職３名の人件費と町観光２ 

会への対助金、夏祭りを４めとした地域活性化事業、そして各観光施設の指定管理料や

・持管理経費、円修工事費など観光施策に係る経費を計上をしております。

７９ページから８０ページ、３目１河内高原整備費は１対１６５万 ０００円で、対

前年度５ ０３３万円の減額でございます。７山高原と・７高原の観光前Ｒ、リラク１

スを中心とした高原内の施設の・持管理経費、そしてリラク１スの８車８、スキー８ゲ

そンデの緑化、・７高原８車８の整備事業費などを計上をしております。

８０ページから８２ページ、７歳土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は１対

０７２万 ０００円で、対前年度５ １２２万 ０００円の減額であり、建設課の一般  

職１１名の人件費と町営８車８管理、ＪＲ播但線の駅トイその・持管理、道１台帳管理、

そして１１１地１１対策事業に係る県への負担金などの経費を計上をしております。

８２ページをお開きください。１３節委託料、そのうち土地利用計画の策定委託料４
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９３万 ０００円、これにつきましては農業振興地域整備計画の総合億直しと度時に土

地利用計画についても億直しをする必要があることから、このたびあわせて計画策定を

いたすものでございます。

８２ページから８３ページ、２項道１橋１費、１目道１橋１・持費は１対 ６３０万

０００円で、対前年度５ ２５０万円の減額であり、町道の除草作業、除０経費、道 

１橋１対修工事費など町道の・持管理経費を計上をしております。１５節工事請負費１

対 １３０万円でございます。内るにつきましては、町の計画８１線 ３００万円、区 

要望８区 ９３０万円、そして辺地対策事業の町道７山・７線の舗装 ９００万円でご 

ざいます。

２目道１橋１新設円良費は２対 ７４５万 ０００円で、対前年度５ ９７４万 ０   

００円の減額でございます。内るにつきましては、継続事業で道整備事業交付金事業で

は町道神崎・１１線 ０００万円、町道神崎・１１線支線５００万円、町道水町り中河

原線 ９３５万 ０００円、そして町単独円良事業の辺地対策事業の町道作町・新田線 

０５０万円、区要望４区からで ０６０万円、橋１の長１命化修１事業が１対 ２０  

０万円でございます。

８３ページから８４ページ、３項河１費は １３８万 ０００円で、対前年度５ ６  

１９万 ０００円の２額でございます。河１クリーン作戦、区要望４区を含む河１円修

工事など通常予算に加え、１３節委託料、河１の水１計の更新と１１カメラ設置による

１１情報１ス１ムの整備委託料として ９９０万円を計上をしております。

４項４１計画費は８１万 ０００円で、中１・４４町４観形成地区の道１の美装化工

事が終了したことなどにより対前年度５ ６８０万 ０００円の減額とな０ており、か 

みかわ度の馬車道まちづくり２議会への対助金を計上をしております。

８４ページから８５ページ、５項住宅費、１目住宅管理費は ８０１万 ０００円で、 

町営住宅５団地と空き家を活用した住宅、長谷地区３活の・持管理費、の者定住３進を

目的とした家る対助金、住宅る０支援対助金、リ３ォーム支援対助金、住宅ののの化３

進事業、そして１１化した危険な特定空き家等の除却に係る経費などを計上をしており

ます。

８５ページをお開きください。１５節工事請負費でございます。特定空き家等除却工

事費として略式代執行分２件分として６４０万円。１９節負担金、対助及び交付金、特

定空き家等除却事業対助金として所有者執行への対助金４件分、４００万円を計上をい

たしております。

２目住宅建設費は６０８万円で、田き暮らし・多３然居住推進事業、そして空き家の

利活用事業に係る経費を計上をしております。

８歳１防費、１項１防費、１目常備１防費は１対 ５６９万 ０００円で、対前年度 

５ １６９万 ０００円の２額でございます。姫１１１防局への事務委託金１対 ２０  

６万 ０００円、神崎郡管１を含む１防車両の更新として新たに救助工作車、そして指

－１１７－



揮車の購入に係る神河町の負担金 ３５６万 ０００円を計上をしております。 

８５ページから８６ページ、２目８常備１防費は １１９万 ０００円で、地域での 

防火防災の１防団活動に係る経費でございます。

８６ページから８７ページ、３目１防施設費は６９７万 ０００円で、対前年度５ 

０３９万 ０００円の減額でございます。各部が保有する１防車両と指令車の・持管理

費と施設整備費でございまして、区要望１件の警鐘台の塗装修１等を計上をしておりま

す。

８７ページから８８ページ、４目災害対策費は ２４５万 ０００円で、災害時の０ 

１対１に係る職員の時間外勤務手当、そして防災備蓄備品の購入、３主防災組織の運営

対助金、防災行政９線の管理運営費などの防災対策に係る経費を計上をしております。

１３節委託料では、洪水及び土砂災害ハザードマップ更新に４５０万円、地域防災計画

の更新に３７４万円を計上しております。

８８ページ、９歳教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費は１４４万 ０００円

で、教育委員４名の委員報酬と教育委員会の運営経費を計上をしております。

８８ページから９０ページ、２目事務局費は２対 ０５７万円で、対前年度５１対 

４３３万 ０００円の２額でございます。教育長と教育課の一般職７名の人件費とい３

め問題への対１、対登校など問題を抱える児童生徒の支援のための適１教万の職員と３

ー１にル９ーカーの配置、ス３ー３・き化競技１会出８激励金など教育行政に必要な経

費を計上をしております。教育長の給料につきましては、神河町報酬審議会の答申に基

づきまして、円定は行わず据え置き、期末手当は一般職に準３０５月の引き上げを反

映し、計上をしております。

９０ページをお開きください。１３節委託料では、学校施設等の長１命化計画策定委

託料 ０００万円の計上。１５節工事請負費では、廃校施設、１１山小学校、１１１の

各建物の１度撤去工事請負費１対 ０００万円の計上でございます。

９０ページから９３ページ、２項小学校費、１目小学校管理費は１対 １１５万 ０ 

００円で、一般職１名の人件費と町内３小学校の学校運営及び施設管理に係る経費を計

上をしております。

９３ページをお開きください。１４節１用料及びる９料のパ３円ンリース料 ４２４

万 ０００円は、校内通信ネット９ーク環境整備に係る児童、教員のパ３円ン、サーバ

ー等周辺機器の更新費用でございます。

９３ページから９４ページ、２目小学校教育振興費は８２５万 ０００円で、３然学

校や環境度７活動、外国語教育の推進、そして就学援助費などに係る経費を計上をして

おります。

９４ページから９６ページ、３項中学校費、１目中学校管理費は １１８万 ０００ 

円で、一般職１名の人件費と神河中学校の学校運営、施設管理に係る経費を計上をして

おります。
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９６ページをお開きください。１４節１用料及びる９料のパ３円ンリース料７１２万

０００円につきましては、小学校と度度校内通信ネット９ーク環境整備に係る生徒、

教員のパ３円ン、サーバー等周辺機器の更新費用でございます。

９６ページから９７ページ、２目中学校教育振興費は １２８万 ０００円で、トラ 

イやる・ウイーク、外国語指経助手、９Ｌ４の活用事業、そして就学援助費などに係る

経費を計上をしております。

９７ページから９９ページ、４項１１１費は１対 ７７２万 ０００円で、対前年度 

５ ３３９万 ０００円の減額でございます。１１１教比１０名と支援が必要な１児の 

対助員等の会計年度任用職員の人件費、そして町内３１１１の運営及び施設管理に係る

経費を計上をしております。

９９ページから１０１ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費は１対 １４４

万 ０００円で、対前年度５ ５７７万 ０００円の減額でございます。教育課の一般  

職６名分の人件費と人３啓発、人３学習事業、に課後子ども教万と学童保育、成人式、

き化財保存事業、き化財保存活用地域計画の策定や国指定史跡に向けての福本遺跡の調

０、町史６さん作業のスタートなど社会教育行政施策に係る経費を計上をしております。

１０１ページから１０４ページ、２目公民度費は １４９万 ０００円で、一般職３ 

名の人件費と神崎・中央公民度の施設・持管理費、そして１ニスカそッジ、公民度教万、

１るさとき化祭、美き展、一般公演、図書万の運営に係る経費を計上をしております。

１０４ページをお開きください。１５節工事請負費６００万円、これにつきましては

神崎公民度１ホールの１根対修工事でございます。

１０４ページから１０５ページ、３目社会教育施設運営費は ５１４万 ０００円で、 

山１は学事業の終了にはう地域交流センターの運営費の削減により対前年度５ ６２６

万 ０００円の減額でございます。児童センターきらきら度、子育て学習センターなど

の施設・持管理に係る経費を計上をしております。

１０５から１０６ページ、６項保健度育費、１目保健度育総務費は８９１万 ０００

円で、ス３ー３推進委員１５名の委員報酬と町度育２会への対助金、青３年健全育成団

度への対助金、ス３ー３教万、ス３ー３１会、そして９ールドマスターズゲームズ２０

２１関西において本町で実施される度リエン１ーリング競技の準備に係る実行委員会な

どへの経費等を計上をいたしております。

１０６ページから１０７ページ、２目度育施設管理費は ７６２万 ０００円で、町 

内８カ所の度育施設の運営及び施設・持管理経費を計上をしております。

１０７ページから１１０ページ、３目学校給食費は１対 ３６５万 ０００円で、一 

般職４名と会計年度任用職員１３名の人件費、そして給食予定日数１９６日の給食の提

供に係る費用、給食センター施設の・持管理経費などを計上をしております。

１１０ページ、１０歳公債費、１項公債費、１目元金は９対 ４９６万 ０００円で、 

対前年度５ ５４９万 ０００円の減額でございます。過去に建設した学校や観光施設 
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等の公共施設と道１などのイン３ラ整備の財対として９り入れた地方債の元金に係る返

済金でございます。

２目利子 ０８６万 ０００円は、対前年度５ ２１７万 ０００円の減額でござい   

ます。過去に９り入れた地方債の利子が ８８６万 ０００円、そして資金繰りのため 

に一時的に９り入れる一時９入金利子が２００万円でございます。

１２歳予備費につきましては、 ０００万円を計上をしております。

続きまして、１１１ページから１１２ページにかけましては、債務負担行為の支出予

定額に関する調書でございます。

１１３ページをお開きください。１１３ページは地方債の現在高の億億みに関する調

書でございまして、令和２年度末の億億み額につきましては１３７対 ９６３万 ００ 

０円とな０ております。

１１４ページから１２０ページまでは給与費明細書とな０ております。

そして市後、１２１ページには別添資料として地方債の内るを添付をしております。

予算書の説明はこれで終了をさせてもらいますが、続きまして、３し予算説明資料に

ついて説明をさせていただきますので、予算説明資料を御用意ください。

冒頭の予算の概要の１６ページの次に円めて１ページからページを付しておりますの

で、１ページをお開きください。１ページにつきましては、令和２年度の会計別当４予

算の額で前年度５較をしたものでございます。

続いて、２ページから６ページにかけましては、令和２年度の歳入歳出予算の状況に

ついてそれぞれ前年対５をし、その２減についての詳細についての説明を記載しており

ます。

７ページをお開きください。７ページにつきましては、住民１人当たりの歳入歳出額

の内るでございます。その次、８ページでございます。８ページは、予算分析表という

ことで経常収支５率の算出表とな０ております。一番右端の下にありますように、令和

２年度当４予算ベースで９⒐０％ということで、令和元年度に５較しましてマイナス

６３イントという１うにな０てございます。これにつきましては、歳入経常一般財対、

特に当４予算ベースで昨年と５較して普通交付税が２額をいたしたことによりまして、

の干分母に係る部分が多く歳入が億億めたというところの中で、３イントとしては減額

にな０ているという状況でございます。

続きまして、９ページでございます。９ページにつきましては、普通会計の２年度末

の基金の状況でございます。１０ページから１２ページにつきましては、町税の状況で

予算の積算内るとな０てございます。その次、１３ページから１５ページは、地方譲与

税、県税の各交付金、地方交付税等の概要説明とな０ております。１６ページから２９

ページは、歳入予算の国、県支出金のそれぞれの積算内るでございます。

続いて、３０ページから９９ページにかけて、歳出予算目的別、事業別の財対内る等

を記載しておりまして、事務事業ごとの説明を記載をしております。新規事業につきま
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しては、事業名の前に新ということをつけております。また、２年度予算がゼロにつき

ましては、事業終了によるものが１半ではございますが、統合した事務事業もございま

すので、統合した事務事業について３し説明をさせていただきます。

３７ページをお開きください。３７ページの下から３つ目、の者交流会事業、本年度

はゼロでございます。これにつきましては、もう一つ前の３６ページの上から２つ目、

１学連携地域活性化事業ということで、この事業と統合をしながら実施をしていくとい

うことの中で、予算的にはゼロ計上ということでございます。なお、中学生の子供たち

の夢をかなえる事業については、引き続き実施をしていく予定という１うにな０てござ

います。

続きまして、５２ページをお開きください。５２ページ、上から２つ目、３・中度難

聴児対聴器購入事業でございます。これにつきましては、４９ページの一番下、対装具

給付事業と統合しながら実施をしていくということにな０てございます。再び５２ペー

ジにお戻りください。在宅重度心身８害児（者）訪問看護療養費助成事業、これにつき

ましては、４９ページの一番上、８害者３立支援給付費等事業の中で統合をして実施を

していくということです。５２ページへもう一度戻０ていただきまして、小児慢性特定

疾病時等日常生活用具給付事業、これにつきましては、５０ページの上から２つ目、日

常生活用具給付事業、ここに統合して実施をしていくと。

続きまして、６０ページをお開きください。６０ページの上から２つ目、むし歯予防

教万、これにつきましては、次のページの６１ページ、４１児健診事業に統合して実施

をしていくということです。

続きまして、７１ページをお開きください。７１ページの一番下、町単独間伐対助事

業、ここには３し円メントをしておりますが、次の７２ページの森林環境譲与税活用事

業にて実施をしていくということでございます。

続いて、８４ページをお開きください。８４ページ、中段あたり、日本一の学校づく

り事業、これにつきましてはその下、「かみかわ０子」１るさと育成事業に事業名を振

りかえながら実施をしていくということでございます。

そして市後に８９ページをお開きください。８９ページ一番上、預かり保育事業、こ

れにつきましては、万万預かり保育に係るる金につきまして担当課のほうで計上をしな

がら事業を執行していたものが、このたび会計年度任用職員ということで総務課所管の

中での計上ということで、３し振りかえということの中で事業が３わ０ているというと

ころでございます。

以上、３し振りかえや統合をしたところの説明は以上とさせていただいて、次に、１

０１ページから１０２ページでございます。これにつきましては１費税の引き上げに係

るそれぞれの社会保８費に８当をしている明細説明でございます。１０３ページから１

０５ページにかけては財産に関する調書、そして１０６ページから１０９ページにかけ

ては区からの要望事業をるりまとめましたるりまとめ表でございます。
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以上で詳細説明を終わります。よろしく御審議お願いいたします。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。以上で第２１号議案の提案説明が終わりま

した。

次に、第２２号議案、令和２年度神河町介護療育支援事業特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和２年度神河町介護療育支援事業特別会計予算でございます。

本会計につきましては、小児に対する療育事業や福祉介護スタッ３研修、支援事業等

を共度設置して運営しておりますが、令和２年度から姫１１が脱退し、神崎郡３町での

運営となります。予算の内容につきましては、歳入では、７スス１ー１ョンの負担金、

一般会計繰入金、受託及び事業収入を予定し、歳出では人件費１０名分と経常経費が主

なものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ７３４万 ０００円 

とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。それでは、令和２年度の神河町介護療育支援事業特別会計の予

算の詳細説明をさせていただきます。

まず、事項別明細書で説明させていただきますので、４ページをごらんいただきたい

と思います。まず、歳入で、第１歳第１項１目負担金の７スス１ー１ョン負担金は、１

１町、福崎町の負担分でございまして、 ２７０万 ０００円。第２歳第１項１目一般 

会計繰入金は、神河町の負担分 ２６９万 ０００円でございます。この負担金につき 

ましては、姫１１が令和元年度末で脱退となり、令和２年度から３町で運営することと

なり、以前からの申し合わせにより負担金におけます０等０につきましては、神河町分

が、１町の２町分が１町分とな０ております。

訪問看護事業特別会計繰入金につきましては、訪問看護ス１ー１ョンの事務所が病院

の３度１階に移動することにより、廃目といたしております。

第３歳繰越金は、前年度繰越金として３１６万 ０００円でございます。

第４歳第１項１目８害児通１事業収入 ３７５万円は、児童福祉法に基づく報酬分で

ございます。令和２年度に利用される児童を年間 ４３０人と億ております。２目８害

－１２２－



児相談支援事業収入は、９０人のサービス利用計画の作成とモニタリングを予定し、２

６５万 ０００円を億億んでおります。

第２項１目受託事業収入は、介護保険の介護予防事業の受託分で５６万円を億ており

ます。５ページの第３項１目利用者負担金は、８害児通１事業の利用者の１０負担分で

１５２万 ０００円でございます。

第４項雑入の１目雑入につきましては、行事参加費、健診助成金、イン３ルエンザ予

防骨０助成金と町有３動車防害保険受入金で２８万 ０００円でございます。

６ページをお願いします。歳出で、業務費 ５３８万 ０００円のうち１きなものに 

つきましては、人件費で介護療育事業スタッ３の正規職員６名、会計年度任用職員４名

の計１０名が担当いたしております。正規職員６名のうち２名につきましては、保育士

分でございます。７スス１ー１ョンかんざきでの保育業務は、昨年度末においても１名

の保育士が退職しており、なかなか採用ができない状況でございます。全国的にも保育

士の数が足りなく、やはり勤務病件のよいところに就職しているのが現状でございます。

このような状況から、保育士を正規職員とする人件費の予算といたしております。次に、

８節報償費につきましては、公開講座等を予定しており、その講師謝礼で１０万円、１

１節１用費は、光１水費など３５７万 ０００円、１２節役務費では通話料などで６９

万 ０００円、次、７ページの１３節委託料では、清掃・持管理及びエそベーター保守

点０委託料などで１５７万 ０００円、１４節１用料及びる９料は、財務会計１ス１ム

る９料などで９５万 ０００円、１８節備品購入費につきましては、療育賃賃機器、パ

３円ンなどの購入で７５万円、１９節負担金、対助及び交付金は、専門研修負担金で３

万円、２２節対償、対填及び賠償金で１０万円、２７節公課費は３動車重量税で８万円。

第３歳第１項１目償還金につきましては、令和元年度末で７スス１ー１ョンかんざき

におけます介護療育支援事業から脱退する姫１１への精算金１３０万円でございます。

８ページは一般会計繰出金において、７スス１ー１ョンかんざきの建設に係る起債の

償還が終了したことによりまして廃項といたしております。９ページ以降は、給与費明

細書を添付させていただいております。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第２２号議案の提案説明が終わりました。

次に、第２３号議案、令和２年度神河町国民健康保険事業特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和２年度神河町国民健康保険事業特別会計予算でございます。

平成３０年度からの国保制度円革により、４道府県が１町１とともに国民健康保険の

保険者となり、あわせて財政運営の責任主度とな０たことから、町の国保運営につきま
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しても１きな転換となりました。この制度円革に当たり、保険給付費に対しては、ほぼ

度額が歳入の県支出金で０られますので、年度途中に医療費が２減しても財政的に影円

はなく、よ０て、保険税率の算定基礎となるのが県から町へ４課される事業費納付金と

なります。

この事業費納付金は、町の所０状況や直近３カ年の医療費状況をもとに算出されるも

ので、医療費の２加が税率に影円するとい０た構図は、これまでと度度でございます。

また、制度円革により廃害となりましたが、突発的な医療費の高騰に対１するための

保険事業でありました県共度事業の精算により、平成３０年度末での財政調整基金は約

１対 ０００万円と、現時点では安定した財政運営がなされています。

さて、令和２年度の予算６成につきましては、１のに事業費納付金が減０ていること

からも、被保険者数及び所０に１きな３動がなけれ４、税率を引き上げる必要は生３な

いのではないかと想定しております。

今後においても、医療費が保険税率に影円することから、近隣１町における国保税の

状況や当町における医療費の動向を注１しつつ、町民の皆度がより一層健康となるよう、

保健事業の推進に努めてまいります。

以上のことを以まえ、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ１２対 ６３１万 ０００ 

円、前年度対５⒈５７％の減とするものでございます。

なお、２月１９日に開催されました神河町国民健康保険運営２議会において、万年予

算につきまして、本予算案で諮問をしましたところ、適切であるとの答申をいただいた

ことをあわせて御報告いたします。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、詳細を説

明させていただきます。

それでは、予算事項別明細書５ページをごらんください。歳入の部ですが、構成５、

パーセントの欄をごらんいただきますと、国民健康保険税が１⒎４％、県支出金が７⒌

９％、繰入金が⒍３％となり、以上３項目でほぼ１００％を占めております。

６ページをごらんください。歳出の部は、構成５が保険給付費で７５％、国民健康

保険事業費納付金が２⒌７％、以上２項目で９⒍２％を占めております。

それでは、７ページ以降で主なものを説明させていただきます。歳入の部、１歳国民

健康保険税は、基本的には歳出総額から県等の対助金、繰入金等収入額を差し引いた額

ををうものでございます。１目一般被保険者国民健康保険税が合計２対 １４２万 ０ 

００円、２目退職被保険者等国民健康保険税については、例年の決算額から万年度の収
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納億億み額を算出し、合計３３万 ０００円、国民健康保険税総額として２対 １７５ 

万 ０００円を計上しております。昨年との５較で、町長も説明しましたように事業費

や納付金が減額とな０たことから、保険税の予算額といたしましては ２０２万 ００ 

０円の減額となりました。

事業費納付金につきましては、高騰した平成２９年度及び平成３０年度の医療費が反

映されていることから、本万であれ４昨年度に５映て約 ０００万円の２額であ０たと

ころ、県独３の激３こ和により約 ４００万の減額とな０ております。ただし、県独３

の激３こ和は、令和２年度までとな０ていることから、令和３年度以降については事業

費納付金が１のに１える可３性がございます。

続いて、２歳１用料及び手数料が６万 ０００円で続３手数料です。

３歳国庫支出金、１項国庫対助金、１目災害臨時特例対助金については、災害があ０

た８合や０日本１の災に係る避難者の受け入れ等があ０たときのもので、科目設定をし

ています。２目社会保８・税番号１ス１ム整備費対助金については、令和３年３月から

のマイナンバーカードに保険ス機３を付与するための度ンライン資格確認１ス１ム円修

であり、全額対助となる億億みで２９７万円。

４歳県支出金、１項県対助金、１目保険給付費等交付金、普通交付金については町が

保険給付に要する費用から精神結５医療４課金及びそセプト電算処理手数料を除いたも

のが全額交付となり、８対 ６２７万 ０００円、特別交付金については、町国保で実 

施する特定健診等の実施率や医療費適正化を目的とした保健事業の経費に対して対助が

０られるものになります。内容といたしまして、万万の国、県特別調整交付金等が交付

され、計上額については県から通知のあ０た額となり、 ６７３万 ０００円を計上し 

ます。

８ページに参ります。２項財政安定化基金交付金については、町が国民健康保険事業

費納付金を納めるに当たり、収税に対足が生３た８合等に県から２し付けを受けるもの

であり、科目設定をしています。

５歳財産収入は、財政調整基金の利子分２９万 ０００円、６歳繰入金、１項・会計

繰入金、１目一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金、保険税３減分は、法定３減によ０

て保険税収納額が減額にな０た分を一般会計から対填するもので、繰入額については県

費が４分の３、町が４分の１負担となり、納付金をもとに算出した税額から算出し、

３８９万 ０００円、保険基盤安定繰入金保険者支援分については、保険税現年度分の

１人当たりの調定額に法定３減の該当者数に乗３た額を一般会計から繰り入れするもの

で、繰入額については国費４分の２、県費４分の１、町が４分の１負担となり、納付金

をもとに算出した税額から算出し、 ９５２万 ０００円、職員給与費等は ７２１万  

０００円、出産育児一時金分は、歳出額の３分の２相当の２２４万円、財政安定化支

援事業分は県が算出した３５６万 ０００円を計上しています。

７歳繰越金は、令和元年度からの分で科目設定です。
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８歳２収入、１項延０金加算金及び過料の国民健康保険税延０金については科目設定。

２項雑入、１目第三者納付金は、被保険者の交通事故等の医療費を国保会計で立てかえ

る８合の戻り分として一般が１００万円、退職者は科目設定、２目返納金は９資格者の

対当利０返納分として科目設定、３目雑入は１人当たり ０００円の特定健診実費徴収

金７０万円、指定公費負担金返還金は補和１９年４月１日以前に生まれた方で７０歳以

上の負担の本万２０を国が１０に３減しているため、国からの負担金として科目設定、

以上、歳入合計は１２対 ６３１万 ０００円であります。 

次に、歳出の部、１０ページをごらんください。１歳総務費、１項総務管理費、１目

一般管理費で、一般職員２名分の人件費や保険給付事務に必要な経費 ６１１万 ００ 

０円を計上。２項徴税費では、税の４課徴収に必要な経費４４万 ０００円。３項運営

２議会費で、国保運営２議会開催に必要な経費７万 ０００円を計上しています。

２歳保険給付費については、平成３０年度から保険給付に係る費用は県からの交付金

でをうことになり、したが０て町国保の保険給付費の予算額については県が指定した額

を計上する必要があり、県は町の医療費水準や医療費の動向を勘案し、指定額を決定し

ております。１項療養所費、１目一般被保険者療養給付費７対 ３２４万 ０００円、 

２目退職被保険者等療養給付費１０万円、３目一般被保険者療養費５６１万 ０００円、

４目退職被保険者等療養費５万円、５目審０支払い手数料ですが、国保連合会へ支払う

そセプト療養費支給申請書の審０支払い手数料及び電算処理手数料で、一般分、退職分

の区分をせずに一本で計上をしており、２２５万 ０００円。

１２ページに参ります。２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費１対 ０２３

万 ０００円。２目退職被保険者等高額療養費５万円、３目一般被保険者高額介護合算

療養費３０万円、４目退職被保険者等高額介護合算療養費５万円、３項移送費について

は、一般５万円、退職は科目設定。

４項出産育児２費、１目出産育児一時金３３６万円。診０支払い手数 ０００円、５

項葬祭２費、１目葬祭給付費については２０件分１００万円、６項精神結５医療４課金

については、３立支援医療に係る外万医療の歳人負担１０％分と、結５医療に係る歳人

負担５％分を国民健康保険から助成するもので、過去４年間の精神結５医療４課金の伸

びに１３た額とし１２９万 ０００円。

続いて、３歳国民健康保険事業費納付金ですけれども、医療給付費分、後期高齢者支

援金等分、介護納付金分とに分けて算出されています。１項医療給付費分、１目一般被

保険者医療給付費分２対 ８３８万 ０００円、２目退職被保険者等医療給付費分１１ 

万円、２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分 ３０９万

０００円、３項介護納付金分 １２５万 ０００円。  

続いて、４歳保健事業費、１項特定健康診０等事業費につきまして、平成２０年度か

ら４０歳以上７５歳ににの被保険者を対象にメタボリック１ンドロームの予防円善を主

眼とした特定健診、特定保健指経を実施しており、令和２年度は特定健診、保健指経等
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の費用として６４１万 ０００円。

１４ページに参ります。２項保健事業費、１目保健事業趣旨普及費につきましては、

９受診家庭への記念品代や制度の啓発に係るパン３そット等の費用、人間ドックや脳０

０費用等の経費並びに特定健診に受診者対策事業の経費として４９７万 ０００円。

５歳基金費として財政調整基金積立金として２９万 ０００円。６歳２支出金、１項

償還金及び還付加算金、１目国民健康保険税還付金については、過年度還付金として２

００万円。

２項県支出金返納金として ０００円、２項繰出金、１目一般会計繰出金として平成

２０年度から始ま０た特定健診、特定保健指経の実施に係る事務費相当額を一般会計に

繰り出すためのもので、健康福祉課での健康づくり３イントカード事業等が対象となり

５３万 ０００円。

７歳予備費につきましては、５００万円を計上しています。

以上、歳出合計は１２対 ６３１万 ０００円であります。１６ページ以降には給与 

費明細を添付しております。

令和２年度神河町国民健康保険事業特別会計の内容説明は以上でございます。よろし

く御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第２３号議案の提案説明が終わりました。

次に、第２４号議案、令和２年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和２年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。

本事業は、医療保険料を年金から徴収する特別徴収と、納付書等により徴収する普通

徴収で受け入れ、広域連合へ負担金として支出することが基本的な内容でございます。

予算の主な内容につきましては、歳入では、医療保険料１対 ８３０万 ０００円、 

一般会計繰出金 ０４７万円等を計上しております。歳出では、一般管理費７３１万 

０００円、後期高齢者医療広域連合納付金１対 １４６万 ０００円等を計上しており 

ます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１対 ８８８万 ００ 

０円とするものです。

以上で提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。
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○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは詳細を説明

させていただきます。

予算事項別明細書６ページをごらんください。歳入の部、１歳後期高齢者医療保険料

は、広域連合より提示された４課総額億億み額から３減分を差し引いた額に、特別徴収

及び普通徴収それぞれに収納率と０合を掛けております。収納率は、特別徴収が１００

％、普通徴収、平成３０年度実３が９⒏６３％、０合は、特別徴収が約８０％、普通徴

収が約２０％です。普通徴収の過年度分は、令和元年度０納億億み額に収納率を掛けて

おります。保険料の合計は１対 ８３０万 ０００円です。 

２歳１用料及び手数料は、科目設定です。

３歳繰入金は一般会計からの繰入金で、人件費と事務費で７３１万円。保険基盤安定

繰入金は、広域連合から提示の ３１６万円です。

４歳２収入、１項延０金加算金及び過料、１目延０金は、科目設定です。

度３く、２項雑入は、科目設定です。

度３く、３項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金は、令和元年度実３から１０

万円、２目還付加算金も、令和元年度実３から１万円を計上しています。

５歳繰越金は、前年度繰越金として科目設定しております。

以上、歳入合計が１対 ８８８万 ０００円であります。 

続いて、歳出の部、７ページをごらんください。１歳総務費、１項総務管理費、１目

一般管理費では、職員１名の人件費と事務経費で７３１万 ０００円です。

２歳後期高齢者医療広域連合納付金は広域連合からの提示額でありまして、内容は説

明欄の保険料等負担金１対 ８３０万 ０００円、保険基盤安定制度負担金 ３１６万  

円、合計が１対 １４６万 ０００円であります。 

３歳２支出金、保険料還付金は令和元年度実３から１０万円、還付加算金も令和元年

度実３から１万円を計上しています。以上、歳出合計が１対 ８８８万 ０００円であ 

ります。９ページ以降は給与費明細を添付しております。

内容説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第２４号議案の提案説明は終わりました。

ここで昼食のため暫時休憩をいたします。再開を１３時といたします。

午前１１時５８分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、引き続き議案の説明を求めます。

次に、第２５号議案、令和２年度神河町介護保険事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） 第２５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和２年度神河町介護保険事業特別会計予算でございます。

予算の主な内容につきましては、歳入では、介護保険料２対 １９１万 ０００円、 

分担金及び負担金 ２８６万 ０００円、国庫支出金３対 １８５万 ０００円、支払   

基金交付金３対 ６３５万 ０００円、県支出金１対 ９５８万円、繰入金２対 ７２   

５万 ０００円などを計上しております。歳出では、事務費に係る総務費 ９５２万  

０００円、介護サービス等に係る保険給付費１２対 ５４７万 ０００円、地域支援事 

業費 ２６９万 ０００円などを計上しております。 

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４対 ８９１万 ０ 

００円、前年度対５⒈２７％の２とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。第２５号議案の詳細

について御説明を申し上げます。

介護保険制度は、高齢者等が介護が必要にな０ても安心して地域で暮らし続けられる

ことを目指すとともに、いつまでも３立した生活が送れるよう社会全度で支え合う制度

であります。本会計の１半を占める介護サービス給付費の基本的な財対内るは、介護保

険料として６５歳以上の第１号被保険者の負担０合は２３％、４０歳から６４歳までの

第２号被保険者の負担０合は２７％であり、第１号及び第２号被保険者の合計負担０合

は５０％で、残りの５０％は公費でをわれます。その公費の負担０合は、在宅サービス

の８合、国が２５％、県が１⒉５％、町が１⒉５％で、施設サービスの８合、国が２０

％、県が１⒎５％、町が１⒉５％となります。介護保険料につきましては、第７期介護

保険事業計画で定めており、令和２年度の基準保険料は月額 ８００円、県のほぼ平０

という金額にな０ております。

それでは、以下、予算事項別明細書で説明させていただきますので、９ページをごら

んいただきたいと思います。

まず、歳入でございます。１歳１項１目第１号被保険者介護保険料、１節２対 １１

４万 ０００円については、６５歳以上の第１号被保険者 ０３４名分の保険料であり 

まして、令和元年度当４予算額に対し９⒎４％と減３しております。２節０納繰り越し

分として７７万 ０００円を計上しております。

２歳分担金及び負担金 ２８６万 ０００円、神崎郡介護認定審０会共度設置負担金 

で、１１町が６３２万 ０００円、福崎町が６５４万 ０００円の負担金でございます。 
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３歳１用料及び手数料２万円、続３手数料でございます。

４歳１項１目介護給付費負担金２対 ８６８万 ０００円は、介護サービス給付費の 

うち在宅サービス費用と審０支払い手数料の合計額７対 ７２６万 ０００円に対する 

２０％と、施設サービス費用額５対 ８２１万 ０００円に対する１５％分を合わせた 

２対 ８６８万 ０００円と、過年度分 ０００円の合計額を計上しています。  

２項１目調整交付金は、本万介護サービス給付費の５％で計算されますが、高齢化率、

被保険者の所０水準等で３動いたします。本町は、高齢化率が高く、やや所０水準が低

いため、令和２年度は⒍４９％で計算し、 ２００万円を計上しています。また、総合

事業調整交付金は、介護予防、日常生活支援総合事業に対する交付金で、第１号被保険

者の年齢、階級別の分布状況や、所０の分布状況により算定、交付されるもので、１６

１万 ０００円を計上しています。

２目地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業については、対助基準額

４３３万 ０００円に対する対助金で、対助率２０％、８８６万 ０００円と過年度分 

０００円を合わせた８８６万 ０００円を計上しています。 

３目地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業以外については、対助基準

額 ２５６万円に対する対助金で対助率は３ ⒏５％、 ６３８万 ０００円と過年度分 

０００円を合わせた ６３８万 ０００円を計上しています。  

１０ページをお願いいたします。４目保険者機３強化推進交付金については、３立支

援・重度化防害に向けたるり組みに対し交付されるもので、６１の項目の評価点数と、

第１号被保険者により算定されるもので、１６０万円を計上しています。

５目事業費対助金については、法円正１ス１ム円修に対する対助金２７０万円を計上

しています。

５歳１項１目介護給付費交付金３対 ４３８万円は、介護給付費と審０支払い手数料

の合計額１２対 ５４７万 ０００円の２７％と、過年度分 ０００円を計上していま  

す。２目地域支援事業交付金 １９７万 ０００円は、介護予防・日常生活支援総合事 

業の対助基準額 ４３３万 ０００円の２７％、 １９７万円と、過年度分 ０００円   

を合わせた １９７万 ０００円を計上しています。 

６歳１項県負担金１対 ５８４万 ０００円は、介護サービス給付費のうち在宅サー 

ビス費用と審０支払い手数料の合計７対 ７２６万 ０００円に対する１  ⒉５％と、施

設サービス費用額５対 ８２１万 ０００円に対する１  ⒎５％を合わせた１対 ５８４

万 ０００円と過年度分 ０００円を計上しています。 

２項１目地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業については、対助基準

額 ４３３万 ０００円に対する対助金で、対助率１  ⒉５％、５５４万 ０００円と過

年度分 ０００円を合わせた５５４万 ０００円を計上しています。２目地域支援事業 

交付金、介護予防日常生活支援総合事業以外については、対助基準額 ２５６万円に対

する対助金で、対助率１⒐２５％、８１９万 ０００円と過年度分 ０００円を合わせ 
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た８１９万 ０００円を計上しています。

７歳財産収入１６万 ０００円は、介護給付費準備基金の預金利７でございます。

１１ページをお願いいたします。８歳１項１目介護給付費繰入金１対 ９４３万 ０ 

００円は、介護給付費と審０支払い手数料を合わせた１２対 ５４７万 ０００円の保 

険者負担率１⒉５％を計上しています。

２目一般会計繰入金、１節職員給与費等繰入金については、資格管理等に係る職員の

給与費の繰入金 ０４６万 ０００円を計上しています。２節事務費繰入金については、 

神崎郡介護認定審０会に係る神河町負担分５４５万 ０００円と、その・事務に係る繰

入金 ３０２万 ０００円を合わせた ８４８万 ０００円を計上しています。３節地   

域支援事業対助金、介護予防・日常生活支援総合事業については、対助基準額 ４３３

万 ０００円に対する負担率１ ⒉５％、５５４万 ０００円と、過年度分 ０００円を 

合わせた５５４万 ０００円を計上しています。４節地域支援事業交付金、介護予防日

常生活支援総合事業以外については、対助基準額 ２５６万円に対する負担率１ ⒐２５

％、９２３万 ０００円と過年度分 ０００円を合わせた９２３万 ０００円を計上し  

ています。５節現年度介護保険料３減負担金繰入金として、国庫負担金５６２万 ００

０円、県負担金２８１万 ０００円、町負担分２８１万 ０００円を合わせた １２５  

万 ０００円を計上しています。対象者の人数は １１３人を想定しております。 

８歳２項１目介護基金繰入金 ２８４万 ０００円ついては、介護保険料の上８を８ 

えるため準備基金をるり１すものでございます。

９歳繰越金は、神崎郡介護認定審０会に係るもので、令和元年度決算による繰越億億

み額を計上しています。

１０歳１項１目第１節第１号被保険者延０金及び２目過料については、 ０００円ず

つ科目設定しています。

１２ページをお願いします。１０歳２項１目第１節返納金は、 ０００円を科目設定

しております。２節雑入としては、介護予防７スプラン作成料、３０９万 ０００円は、

地域包括支援センターまたは度センターが委託した居宅介護支援事業所が要支援１、２

の認定者に対し、介護予防支援または第１号介護予防支援を行０た８合、介護報酬とし

て町が受てするものでございます。なお、１件 ３００円でございます。

次に、訪問調０受託事業収入として遠隔地の１町からの当町への特別養護１人ホーム

入所者等の訪問調０費として ０００円を計上しています。また、成年後億制度申し立

て費用負担金として ０００円を科目設定しております。介護予防教万参加負担金とし

て、１人当たり３００円、２１０人分の６万 ０００円を計上しております。２項第三

者納付金として ０００円を科目設定しております。

１３ページをお願いします。続きまして、歳出でございます。１歳１項１目資格業務

管理費 ３０１万 ０００円は、資格業務等に携わる職員２名分の人件費と、 ７９４  

万 ０００円及び法円正１ス１ム円修に係る費用 ３５０万円並びに事務費等１５７万 
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０００円を計上しています。２目サービス業務管理費 ２８５万 ０００円は、介護  

保険サービス事業に携わる職員２名分の人件費と、認定調０を行う会計年度任用職員２

名の人件費として ２４５万 ０００円及び事務費等３９万 ０００円を計上していま  

す。１４ページをお願いいたします。３目連合会負担金１０万 ０００円は、国保連合

会会員負担金等を計上しています。

２項１目４課徴収費４１万 ０００円は、介護保険料の４課徴収に係る経費で、２便

料等事務費を計上しています。

３項１目介護認定審０会費は、 ３８０万 ０００円は神崎郡３町が共度で行０てお 

ります介護認定審０会に係る経費で、審０会委員１５名の報酬、費用弁償、保険料 ０

２７万 ０００円と審０会業務に携わる会計年度任用職員２名の人件費６２３万円及び

円ンピューター保守費用１７０万 ０００円を計上、郡認定審０会職員給与費繰出金に

ついては、認定審０会にかかわる一般事務職員の人件費と光１費を合わせた４７５万

０００円を一般会計に繰り出しております。その・事務費等８４万 ０００円を計上し

ています。

１５ページをお願いいたします。４項１目認定調０等費は、４３４万 ０００円は被

保険者の認定調０に係る経費で、主１医の意億書料が主なものでございます。５項１目

運営２議会費４９８万 ０００円は、第８期介護保険事業計画策定に係る委託料が主な

経費でございます。

１６ページをお願いします。２歳１項１目介護サービス給付費等２費について説明い

たします。当４予算額については、令和元年度決算億億み額を基本に計上しております。

予算総額１２対 ４４６万 ０００円、前年度当４予算５で２％の２でございます。居 

宅介護サービス給付費等で７対 ６２４万 ０００円、前年度５  ⒉９％の２、施設介護

サービス給付費で５対 ８２１万 ０００円、前年度５で  ２％の減を計上しています。

１７ページをお願いいたします。２項１目審０支払い手数料１０１万 ０００円につ

きましては、介護給付費支払いに係る国保連合会への審０支払い手数料でございます。

なお、１件当たり５４円でございます。

３歳１項１目介護予防・生活支援サービス事業費（１号訪問・通所・生活支援） ０

１７万 ０００円のうち１３節委託料１６８万円については、公立神崎総合病院に委託

をする短期集中通所５サービスＣの委託料であります。１９節負担金、対助及び交付金

の当４予算計上については、令和元年度決算億億みにより計上しております。

要支援１、２及びチェックリストによる事業対象者の方が利用される訪問介護相当サ

ービス費は５４１万円を、通所介護相当サービス費では ２９８万 ０００円を計上し、 

前年度５⒐８％の減とな０ています。２目介護予防７スマネジメント事業費２１９万

０００円については、８ほどの説明と度度、要支援１、２及びチェックリストによる事

業対象者の方が利用される訪問介護相当サービスまたは通所介護相当サービス利用に係

る７スプランの作成料を委託した居宅介護支援事業所に支払うものであります。
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２項１目一般介護予防事業費 １９３万 ０００円については、介護予防事業で要介 

護状態等になるおそれの高い状態にあると認められる６５歳以上の方を対象に、要介護

になることを防ぐことを目的として実施する事業でございます。内容としては、地区巡

回での３そイル予防教万、こつこつ貯金教万、元気づくりサ３ーター養成講座とス１ッ

プスップ講座、認知症予防教万、３主度操グループ支援事業、地域リハビリ１ー１ョン

活動支援事業を行う経費３５０万 ０００円と、保健師１名分の人件費８２３万 ００ 

０円を計上しております。

１８ページをお願いいたします。３項１目包括的・継続的７スマネジメント事業費

２９０万 ０００円については、地域包括支援センターの運営、福祉相談などや介護予

防計画の作成、または介護予防７スマネジメント作成及びそれに係る事業でございまし

て、保健師１名、社会福祉士１名、７スマネジにー１名の人件費 １４３万 ０００円 

と事務費１４６万 ０００円を計上しています。

１９ページをお願いします。２目認知症高齢者億守り事業費２７９万 ０００円につ

いては、タッチパネル健診を継続して行い、３度認知８害の疑いのある方に対しナース

ボラン１ィスや音楽療法士による週１回、２会８で予防教万、ほがらか教万を開催しま

す。また、病院３度のイベントホールで月１回の認知症カ３ェを開催するほか、住民か

ら広く認知症を予防する事業の参加者を募り、住民ボラン１ィススタッ３によりいきい

き倶楽部を月に２回、２会８で開催する経費として予算計上をしています。

３目３利３護事業費１２２万 ０００円は、認知症などで３断３力が対十分な方の財

産や３利を保護し、支援する制度で、申し立てを行える親族がおられない８合、首長が

行うこととなります。この経費と地域億守り支え合いネット９ーク会議の開催に係る経

費等を計上しております。

４目住宅円修支援事業費１万円については、居宅介護支援７スプランの作成を依頼し

ていない被保険者が住宅円修のみを行う８合、住宅円修の理由書を作成するのに１件当

たり ０００円を支払うものでございます。

５目在宅医療介護連携推進事業費４２７万 ０００円については、医療と介護を必要

とする高齢者が可３な限り住みなれた地域で３分らしい暮らしを人生の市後まで続けら

れることができるよう、在宅医療と介護サービスの一度的な提供に向けて関係者の連携

を推進することを目的に、２議を重ねるための委員会の委員に対する謝金等を計上して

おります。また、在宅医療・介護連携支援センター委託料３００万円については、公立

神崎総合病院を拠点として神崎郡３町が郡医師会に運営を委託し、関係機関が連携し多

職０２万による在宅医療・介護を一度的に提供できる度系を構３するため、郡内３町の

地域包括支援センターと医師会とが０密に連携しながら地域の医療と介護の連携度制の

構３を支援するための費用でございます。

２０ページをお願いします。６目生活支援度制整備事業費８００万円については、生

活支援円ーディネーターや２議度の設置等を通３て多度なサービス提供主度を構成員と
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した生活支援２議度において、必要な生活支援、介護予防の創出や地域における支え合

いの度制づくりを推進するため、平成２８年７月から万万の地域福祉にるり組んでいる

町社会福祉２議会に委託し、実施をしております。

７目認知症４期集中支援推進事業費８３３万 ０００円については、認知症にな０て

も本人の意思が尊厳され、できる限り住みなれた地域のよい環境で暮らし続けることが

できるよう、認知症の人とその家族に早期にかかわる認知症４期集中支援チームを設置

し、早期診断、早期対１に向けて支援度制を構３することを目的に実施をしております。

その会議に係る出役委託料１９万 ０００円と認知症対策に携わる保健師１名分の人件

費８０４万 ０００円を計上しております。

８目地域７ス会議推進会議事業費５６万 ０００円については、在宅生活におけるさ

まざまな困り事等を拾い上げることが重要となります。その困り事を地域７ス会議によ

り医療・保健・福祉関係者が２議することにより１決に経くための委員謝金と、公立神

崎総合病院の理学療法士、作業療法士への会議出役に係る費用を計上しております。

３歳４項１目審０支払い手数料９万 ０００円については、介護予防・日常生活支援

総合事業に係る国保連への審０支払い手数料でございます。

４歳財政安定化基金拠出金は、県下の３１度の介護保険料が赤字にな０たときに県に

拠出した基金をもとに２し付けを行うためのものであ０て、現在は介護保険準備基金が

定額積み立ててあるため科目設定としております。

２１ページをお願いいたします。５歳１項介護給付費準備基金積立金１６万 ０００

円については、令和元年度会計において保有している準備基金１対９５１万 ０００円

に係る利７を基金に積み立てるものでございます。

６歳１項２支出金は、介護保険料の還付金と還付加算金で３０万 ０００円と国県負

担金等の償還金 ０００円を計上しています。２項繰出金は、払戻金等 ０００円を計 

上しております。

７歳１項１目予備費７４万 ０００円については、内るとして、神崎郡介護認定審０

会分として２４万 ０００円と介護保険特別会計分５０万円を計上しています。

２２ページ以降には給与費明細書を添付しております。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第２５号議案の提案説明が終わりました。

次に、第２６号議案、令和２年度神河町土地開発事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は令和２年度神河町土地開発事業特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、歳入では、土地売り払い収入 ５７７万円、雑収入４５０
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万円、繰越金 ６４０万 ０００円を億億んでおります。歳出では、しんこうタウン第 

３期分譲地のき売により、事業名称を貝野住宅合成事業費から宅地開発事業費に３更し、

事業費４７万 ０００円、寺前宅地合成事業費で５０万 ０００円、カクそ町多３然居 

住推進事業費で ７９３万 ０００円、予備費 ７７６万 ０００円をそれぞれ計上し   

ております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ６６７万 ０００円 

とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課長から御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

それでは、詳細について御説明申し上げます。

事項別明細書の４ページをお願いをいたします。まず、歳入でございますが、１歳財

産収入、１項１目土地売り払い収入を ５７７万円を億億んでおります。内るといたし

ましては、秋桜たうんにおける定期９地３から購入とな０た８合の売り払い収入を想定

して科目設定をいたしております。また、カクそ町ログハウス１の売り払い収入が ５

７６万 ０００円で、この内るといたしまして、分譲地の売り払い収入が ５４１万円、 

クラインクル１ンのる２部分の土地代の分０払い分が３５万 ０００円でございます。

次に、２歳２収入、１項１目雑入で、カクそ町入居者負担金として分譲地の水道負担

金４５０万円を計上いたしております。

３歳繰越金、１項１目繰越金は、前年度繰越金として ６４０万 ０００円を計上し 

ておりまして、内るは、カクそ町多３然居住推進事業の前年度繰越金が１２８万 ００

０円、しんこうタウン分の前年度繰越金が ５１２万 ０００円でございます。 

次に、５ページ、歳出でございます。１歳土木費、１項１目貝野宅地合成事業費を廃

目し、新たに宅地開発事業費として事務的経費４７万 ０００円を計上をいたしており

ます。

２目寺前宅地合成事業費は、秋桜たうんにおける合成地の修１費として５０万円と、

繰出金として定期９地３の契約地を購入された８合の一般会計繰出金を科目設定をいた

しております。

３目カクそ町多３然居住推進事業費は、８節報償費で分譲地購入者紹介報奨金として

４区画分の４０万円、１３節委託料で分譲業務の委託料として ２９１万 ０００円、 

対償、対填及び賠償金で４６２万 ０００円を１１原区と１１原区１組への土地代金支

払い分として計上をいたしております。

２歳予備費は ７７６万 ０００円で、カクそ町多３然居住推進事業の分譲地売り払 

－１３５－



い収入及びる２料の町配分分と、前年度の貝野住宅合成事業の繰り越し分を予備費とし

て計上をいたしております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第２６号議案の提案説明が終わりました。

次に、第２７号議案、令和２年度神河町訪問看護事業特別会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和２年度神河町訪問看護事業特別会計予算でございます。

本会計につきましては、かんざき訪問看護ス１ー１ョンを運営する特別会計でござい

まして、神崎郡、姫１１香寺町及び朝万１生野町を事業対象区域として、在宅の寝たき

り高齢者等に対し、安心して家庭療養が・持できるようサービスを行うことを目的とす

る会計でございます。

歳入では、事業収入を億億み、歳出では人件費１９名分と訪問看護委託料等を計上し

ております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１対 ８６

６万 ０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。それでは、事項別明細書で説明させていただきますので、４ペ

ージをごらんいただきたいと思います。

まず、歳入としまして、第１歳第１項１目の事業収入の１節医療保険収入で、年間延

映 ２８０回を億億み、 ０９２万 ０００円、２節介護保険収入では、訪問看護のサ  

ービス事業収入で年間延映１万 １２０回を億ておりまして、 ９７４万 ０００円、  

７スプランを作成する居宅介護支援事業収入として５９６万 ０００円を億億んでおり

ます。

第２歳第１項１目の利子及び配当金は、財政調整基金利子として ０００円。

第３歳第１項１目の財政調整基金繰入金は、科目設定をしております。

第４歳第１項１目繰越金は、前年度繰越金として １００万円を億億んでおります。

第５歳第１項１目受託事業収入は、介護予防受託収入としまして、介護予防の７スプ

ラン作成受託などで２６万 ０００円でございます。

５ページの第２項１目雑入は、町有３動車防害保険受入金など７５万 ０００円でご
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ざいます。

６ページの歳出でございますが、スタッ３につきまして、正規職員１１名、会計年度

任用職員８名、委託看護師及び言語聴覚士３名の計２２名が担当いたしております。業

務費１対 ４６８万 ０００円の主なものは人件費とな０ております。 

７ページでは、１３節の委託料の訪問看護委託料は、姫１１香寺町を委託看護師に委

託して事業を行０ているものでございます。また、１８節備品購入費につきましては、

訪問看護１ス１ムの更新費用及び訪問看護用車両購入費で３３動車１台などを購入する

予定でございます。

８ページの第２歳第１項１目利子３万円は、一時９り入れの利子でございます。

第３歳第１項１目財政調整基金積立金は、５０万 ０００円でございます。

第４歳第１項１目病院事業会計繰出金は、これまで７スス１ー１ョンかんざきの建物

内に事務所を構えていましたが、令和２年度から病院３度の１階に移動することとなり、

介護療育支援事業特別会計繰出金を廃目とし、病院事業会計へ１００万円を建物の１用

料として繰り出すものでございます。

９ページ以降は、給与費明細を添付させていただいております。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第２７号議案の提案説明が終わりました。

次に、第２８号議案、令和２年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和２年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算でございます。

予算の主な内容につきましては、歳入では、建設残土砂等処分の１用料収入と基金か

らの繰入金になります。

歳出では、残土砂等処分８の管理業務等に係る委託料のほか、計量１ス１ム円修委託

料、処分地の合成仕上げ及び今後の管理費に係る測量設計委託料などを計上しておりま

す。これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ８７６万 ０００ 

円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課防災特命参事から御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課、平岡防災特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡でございます。そ

れでは、詳細を説明させていただきます。
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予算事項別明細書４ページをごらんください。歳入では、１歳１用料及び手数料で、

町内家１等の１度や円修で町出される町れき等町入予定量 ０００トンに ６５０円を 

乗３た３３０万円。２歳財産収入は、財政調整基金利子億億み額の１万 ０００円、３

歳繰入金は、収支の差額 ５４５万 ０００円でございます。４歳から５歳は記載の内 

容の科目設定としております。以上、歳入合計が ８７６万 ０００円でございます。 

歳出ですが、５ページをごらんください。１歳産業廃棄物処理事業費は、必要事務経

費等の計上をしております。主なものといたしまして、１３節委託料は ４８９万 ０ 

００円で、その内容の主なものは、管理委託料は町入予定量 ０００トンの０し土作業

及びこれに係る重機回送費６回の内容で１４３万 ０００円、１ス１ム円修委託料は、

町入物の重量をはかるトラックス７ールとそれに連動した計量１ス１ム及びパ３円ンの

更新を行うもので、６１９万 ０００円。設計業務委託料は、処分地の合成仕上げ、今

後の管理を含めた現地測量と設計に要する経費で４８９万 ０００円でございます。１

４節１用料及びる９料６万 ０００円で、主なものは住石山４採石４式会社所有の橋１

１用料で、町れき等町入予定量 ０００トンにトン当たり単価２０円と１費税を乗３た

４万 ０００円が主なものでございます。２７節公課費は、令和元年度の１用料収入に

対する１費税で２００万円です。

２歳予備費は、対測の事態に備え１００万円を計上しています。

以上、歳出合計が ８７６万 ０００円でございます。 

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第２８号議案の提案説明は終わりました。

次に、第２９号議案、令和２年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和２年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、歳出では、各集落への助成金１５３万 ０００円と、積立

金は運用収入の１５３万 ０００円と寺前財産区からの繰入金 ０００円の合計額１５ 

３万 ０００円で、これらの事務費といたしまして３１万 ０００円でございます。 

その財対といたしまして、振興基金からの繰入金１８４万 ０００円、寺前財産区か

らの繰入金 ０００円及び財産運用収入１５３万 ０００円でございます。 

これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３８万円とするもの

でございます。

なお、これらの内容につきましては、令和２年２月１２日開催の寺前地区振興基金審

議会において審議いただき、御承認いただいたものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。
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○議長（安部 重助君） 以上で第２９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３０号議案、令和２年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和２年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、歳出では、長谷１れあいマー７ット太４光発電設備設置対

助金５００万円、長谷１れあいマー７ット運営費対助金 ０００円、運用収入の積立金

２３万 ０００円、長谷漁２への対助金としまして繰出金３００万円で、これらの事務

費としまして３１万 ０００円でございます。その財対として、振興基金からの繰入金

８３１万 ０００円及び財産運用収入２３万 ０００円でございます。これらによりま 

して、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８５４万 ０００円とするものでござい

ます。

なお、これらの内容につきましては、令和２年２月５日開催の長谷地区振興基金審議

会において審議いただき、御承認いただいたものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３０号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３１号議案、令和２年度神河町水道事業会計予算について、提出者の説明を

求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和２年度神河町水道事業会計予算でございます。

水道事業におきましては、２水８等、設備の日常運転管理や委託点０を行い、適正な

・持管理に努め、清２かつ安全で安心な水道水の供給を行０ております。

財務状況につきましては、令和元年度末の財積利益財財金を２対 ８４７万 ０００ 

円と億億んでおり、令和２年度の円利益は ３２６万 ０００円となる億億みでござい 

ます。

令和２年度事業につきましては、給水活数 ５１０活、年間総給水量１０９万９００

立方メートルを予定しております。

第３病予算の収益的収入・支出は、度額の４対 ３９５万 ０００円を計上しており 

ます。

第４病予算の資本的収入では、水道管１０１円善事業にはう国庫対助金で ２５０万

円、水道管１０１円善事業債１対 ０００万円で、合計２対 ４００万円を計上し、支 

出では４対９４４万円を予定しております。
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工事内容は、水道管１０１円善事業で、の用年数の超えた水道本管の１１化更新工事

などを予定しております。

資本的収入額が資本的支出額に対して対足する額１対 ５４４万円につきましては、

過年度分防益勘定は保資金等で対填することとしております。

企業債の限度額は、水道管１０１円善事業で１対 ０００万円、一時９入金の限度額

は３対円、議会の議決を経なけれ４流用することのできない経費、職員給与費を ７５

７万 ０００円、一般会計からの対助金は ６６６万 ０００円を予定しております。  

棚卸資産購入限度額は３５０万円と定めております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

真弓上下水道課長。

○上下水道課長（真弓 俊英君） 上下水道課の真弓です。それでは、第３１号議案、令

和２年度水道事業会計予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

それでは、２２ページをお願いいたします。予算実施計画説明書で、収益的収入でご

ざいます。１歳水道事業収益は４対 ３９５万 ０００円で、１項１目給水収益は、給 

水活数 ５１０件で、水道１用料は２対 ９６０万 ０００円を億億んでおります。  

３目その・営業収益、４節雑収益は、新規加入金として２件、１６万 ０００円を億

億んでおります。２項２目・会計対助金は、一般会計からの対助金 ４００万円。３目

１費税及び地方１費税還付金は、水道管１０１円善事業で２２７万 ０００円の還付を

億億んでおります。３目長期前受け金戻入は、対助金、負担金、受贈財産の減価償却費

を収益化し、 ５７７万 ０００円を計上しております。 

次に、２４ページをお願いいたします。収益的支出でございます。１歳水道事業費用

は４対 ３９５万 ０００円で、収入と度額です。１歳１目原水及び２水費は １５０  

万 ０００円で計上しています。２目配水及び給水費は ７５０万 ０００円で計上し  

ております。

２５ページをお願いいたします。４目総係費は、職員２人、再任用職員等３名の人件

費を計上しております。予備費は ８４１万 ０００円でございます。 

続きまして、２８ページをお願いいたします。資本的収入でございます。１歳資本的

収入は２対 ４００万円で、前年度より ２２５万円２額でございます。水道管１０１ 

円善事業等の事業費が１えて２額とな０ております。

２９ページは資本的支出になります。１歳資本的支出は４対９４４万円、１項１目の

事務費は、水道管１０１円善事業にはう人件費として、職員１名分の費用を計上してお

ります。２目施設費の１節委託料は、設計及び施工管理委託料として７５０万円を計上

しています。２節工事請負費は、配水管布設がえ工事等で２対 ７００万円を計上し、
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水道本管の更新工事等を予定しているところです。そのほか８ページから１９ページは

キにッ１ュ３ロー計算書、給与費明細書、予定防益計算書、予定２９対照表を掲載して

おります。

以上で令和２年度水道事業会計予算の詳細説明を終わります。御審議よろしくお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３１号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３２号議案、令和２年度神河町下水道事業会計予算について、提出者の説明

を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和２年度神河町下水道事業会計予算でございます。

町内の水洗化率は９⒎８％と高い数字とな０ており、住民の皆度に快適な生活環境を

提供するとともに、公共用水域の水質保全を図０ております。財務状況につきましては、

令和元年度末の財積欠防金は１０対 ０５９万 ０００円を億億んでおり、１３高額と 

な０ておりますが、令和２年度円利益は ７９６万 ０００円となる億億みでございま 

す。減価償却費を原資とした内部は保資金を運用し、資金対足に陥らないよう心がけて

事業運営を行０てまいります。令和２年度事業につきましては、水洗便所設置活数 ９

５１活、年間処理水量１２６万 ０００立方メートルを億億んでおります。

第３病予算の収益的収入支出は、度額の６対 ０３１万 ０００円を予定しておりま 

す。

第４病予算の資本的収入は、４対 ０７７万 ０００円、支出は６対 ５２２万 ０   

００円を予定しており、工事内容は、１山２化センターの長１命化整備工事等を予定し

ております。

資本的収入額が資本的支出額に対して対足する額２対４４５万 ０００円は、過年度

分防益勘定は保資金等で対填することとしております。

下水道事業債の限度額は ９７０万円、資本費平準化債の限度額を２対 ３３０万円 

としております。一時９入金の限度額は１対円。議会の議決を経なけれ４流用すること

のできない経費、職員給与費を ４６６万 ０００円、一般会計からの対助金は４対円 

を予定しております。棚卸資産購入限度額を１００万円と定めております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

真弓上下水道課長。

○上下水道課長（真弓 俊英君） 上下水道課の真弓です。それでは、第３２号議案、令
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和２年度下水道事業会計予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

それでは、２５ページをお願いいたします。予算実施計画説明書で収益的収入でござ

います。１歳下水道事業収益は６対 ０３１万 ０００円で、１項１目下水道１用料は、 

総件数 ５９３件で１対 ６６６万 ０００円、下水道１用料を人数制から１用水量に  

よる下水道１用料へと円定させていただきます。２目・会計負担金として２対 ３３１

万 ０００円、２項２目・会計対助金では、一般会計対助金として ２４５万 ０００  

円、３目長期前受け金戻入です。事業費の関係で昨年度より減０てきております。国庫

対助金、県対助金、受益者負担金、受贈財産評価額を合わせて１対 １９３万 ０００ 

円の予定です。

続きまして、２６ページをお願いいたします。収益的支出でございます。１歳下水道

事業費用は６対 ０３１万 ０００円で、収益と度額でございます。１目の管事費は  

８８６万 ０００円で、下水道管及び６８カ所のマンホール３ンプの・持管理費用とな

０ております。

次に、２７ページをお願いいたします。２目処理８費は１対 ８７８万 ０００円で、 

１２カ所の処理８の・持管理に係る費用でございます。昨年度の実３により予算計上を

しております。

次に、２８ページをお願いします。３目総係費は ３２５万 ０００円で、職員３名 

分の人件費と旅費、修１費等の事務管理費等を計上しております。

３０ページをお願いいたします。４目減価償却費は３対 ２８６万 ０００円で、今 

年度は償却費が減３しておりますので、対前年度５ ６０２万 ０００円の減とな０て 

おります。

２項１目１節企業債利７は、利子が減０てきておりますので、今年度は ２４５万 

０００円でございます。

次に、３１ページをお願いいたします。資本的収入でございます。１歳資本的収入は、

４対 ０７７万 ０００円で対前年度５３対 ０８９万 ０００円の減で、減額の要４   

としては、長１命化工事の事業費の減等により減額とな０ております。３項の負担金交

付金は、企業債元金償還対填として ４２２万 ０００円を計上しております。 

３病予算の収益的収入の・会計負担金と・会計対助金と合わせて、前年度額で４対円

の一般会計からの繰り入れとな０ております。

次に、３２ページをお願いいたします。資本的支出でございます。１歳資本的支出は

６対 ５２２万 ０００円で、対前年度５３対 ４５０万 ０００円の減とな０ており   

ます。主な要４は、長１命化工事が１山２化センターのみとなり、工事費が減とな０た

ことによります。今年度は、神崎エリスの統廃合の実施設計委託料として ５００万円

を計上しております。

そのほか、８ページから２２ページはキにッ１ュ３ロー計算書、給与費明細書、予定

防益計算書、予定２９対照表を掲載しております。
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以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３２号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３３号議案、令和２年度公立神崎総合病院事業会計予算について、提出者の

説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、令和２年度公立神崎総合病院事業会計予算でございます。

近年、地域住民の医療ニーズの高度化、多度化等、病院をるり巻く環境が１きく３化

する中で、公立病院として地域医療の確保のために重要な役０を果たしておりますが、

国の医療費８制政策、深刻な医師対足などにより、昨年において国では公立・公的病院

の再６を３すため、がん、心疾患、救１など１性期の診療実３を病院ごとに分析し、全

国的に億て１半のて域で実３が特に３なか０たり、近くの競合病院と５映て３なか０た

りした８合、患者に対して医師や病万を効率的に配置できていないなどと３断され、一

部の診療科を・の病院へ移管・廃害することや病万削減、・の医療機関との統合などを

該当病院に要請していこうという、極めて厳しい状況にあります。

まず、医師確保につきましては、兵庫県の保健医療計画において播磨姫１圏域におけ

る特定中５病院の指定を受けたことから、医師確保等のるり組みを兵庫県において積極

的に支援していただくこととなり、令和２年４月から内科・総合診療育成円ースの前期

派遣として内科医師の赴任が決定となりました。

また、神活１学や１阪医科１学からの８常勤医師の引き続きの派遣、中でも昨年４月

から、神活１学病院から週１日ではございますが、泌２器科と皮膚科の８常勤医師の派

遣をいただいており、患者数も多く、ニーズの高い診療科が新設されたことを１３喜４

れているところでございます。特に泌２器科においては、新しく診察万がき成し、医療

機器の８実も図０ていることから、本年４月からは週２回の医師派遣をしていただく予

定とな０ております。

しかし、常勤医師の派遣は依然厳しい状況にあり、地域住民の皆度にに足いただける

休日夜間の診療度制がとれない状況であることから、内科、外科医師の確保が１務とな

０ており、１学には引き続き医師の派遣を積極的にお願いしてまいります。

そのような中で、当病院では万前から病院の度質強化を図り、いかなる環境下に置か

れても存続できるよう、中期経営計画を立案し実のしております。

第８次中期経営計画の３年目である今年度は、３度円３工事も順調に進み、この３月

末には第２期工事もき成し、新しい診察万や特浴万など病院機３の一部が新しくなり、

心機一転、誇りとやりがいを持ち、伸び伸びと仕事ができる環境が整うなど、ハード面

では一定の８実が図られました。

今、地方の３１度病院が苛酷な環境に置かれているのは、当院に限０たことではなく、
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全国共通と言０てよいと思いますが、その中でも結果を出している病院があることも事

実でございます。結果を出すためにも、より適切な経営形態の早期実現と職員の意識円

革を行うことにより、職員の力と知恵を結集し、患者度や地域の方々の期待に１えるこ

とが公立神崎総合病院の１きな役０であると考えております。

そのためには、いま一度職員においては、この町で医療に携わる以上、患者度の立８

に立０てそのニーズに１えるために小さなことでもよいので知恵を出し合い、今までよ

りも一歩ずつ前に進んで、一緒に笑顔で３日を振り返ることのできる病院を目指してい

きたいと考えております。

なお、当然のことながら、医療機関として市も重要なことは医療安全でございます。

救１対１を含む患者度の身にな０た対１や地域住民に喜んでいただける地域医療の実の、

そして魅力ある職８となることを市１の目標として努力してまいります。

令和２年度、第３病予算では、収益的収入及び支出の総額を３５対 ６１３万 ００ 

０円と定め、第４病予算では資本的支出４対１００万 ０００円を予定し、資本的収入

は１対 ７５０万 ０００円で、この対足する額２対 ３５０万円は、防益勘定は保資  

金で対填することといたしております。

神崎総合病院は、「「和」の心を１切に、地域と一度とな０て皆度の健康と生活を支

えることを第一に考え、頼られる病院づくりを目指します。」を新たな基本理念とし、

より一層地域に即した病院にるり組み、地域の皆度に信頼される病院となるよう職員一

丸とな０て頑張０てまいります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。それでは、予算実施計画説明書で説明させていただきますので、

２７ページをお願いいたします。

収益的収入及び支出の収入でございまして、１歳病院事業収益の１項医業収益で３３

対 ９７６万 ０００円のうち、入院収益で１８対 ０７５万 ０００円、外万収益で   

１１対 １２７万 ０００円、１町診療所収益で８９万円でございます。 

次の負担金、交付金でございますが、これは繰入金の項目の中で救１医療と保健３生

行政事務における分につきまして、本万医業収益に計上するものであり、今年度から２

対 ０００万円のうち、 ７７７万 ０００円を一般会計からの繰入金として計上して  

おります。その・医業収益は２対 ９０７万 ０００円で、万料差額収益、人間ドック、 

健診、予防骨０等保健事業の公９３生活動収益でございます。

次に、２８ページでございます。２項医業外収益で２対６３６万 ０００円、うち１
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目負担金、交付金１対 ２２３万 ０００円につきましては、医業収益への繰入金以外 

の一般会計からの繰り入れでございます。２目対助金は、看護職員卒後臨万研修事業の

県対助金で、２２万円でございます。３目患者外給食収益が１３２万 ０００円。４目

長期前受け金戻入につきましては、国・県対助金などの戻入分２００万円でございます。

５目在宅医療介護連携支援センター収益は、神崎郡医師会からの当センターへの運営受

託事業収入等で９０３万円でございます。６目その・医業外収益が対用品販売収益と住

宅家るなどのその・医業外収益で １５５万 ０００円でございます。 

２９ページの３項の特別利益の固定資産売却益は、科目設定でございます。

次に、３０ページの支出につきましては、病院事業費用全度では３５対 ６１３万 

０００円で、１項医業費用３４対 ６９５万 ０００円、うち１目給与費は２１対 ６  

１０万円で、医業費用の約６３％を占めており、医師給から３４ページの法定福利費引

当金繰入額までを計上いたしております。

次に、３４ページの２目材料費４対２９万 ０００円につきましては、次品費、診療

材料費、給食材料費、医療１耗備品費でございます。３５ページの３目経費につきまし

ては４対 ０７７万 ０００円で、報償費から雑費までで昨年までる金として計上して 

いましたパート医師の経費を報償費に計上いたしております。中でも３７ページの１４

節委託料が市も１きく、１対 ８１３万 ０００円で、各０業務を委託いたしていると 

ころでございます。

次に、３９ページでございます。４目公債費３００万円、５目減価償却費３対 ６５

４万 ０００円で、これにつきましては本度等の建物構３物、医療機器備品等の減価償

却費でございます。６目資産減耗費は５００万円を予定し、７目研却研修費の ２４１

万円は、講師謝金、図書費、研修旅費、研却雑費でございます。８目１町診療所費用は

２８３万 ０００円で、看護師給から委託料までを計上いたしております。

２項医業外費用は、 ４３７万 ０００円、うち１目支払い利７及び企業債るで２費 

の１節企業債利７は １５４万 ０００円、２節一時９入金で利７４００万円を予定い 

たしております。２目長期前払い金償却 ２７８万 ０００円は控除対象外の１費税の 

償却でございます。３目患者外給食材料費５２万円、４目１費税及び地方１費税 ２５

０万円は１費税納付金でございます。５目在宅医療介護連携施設センター費では、事務

職員の人件費及び必要経費９０３万円、４２ページの６目雑支出は、１阪医科１学への

１１など４００万円を計上いたしております。

第３項特別防失１２０万円は、看護師就学資金２与金の返還免除となるものを防失と

して計上いたしております。

次に、４３ページの資本的収入及び支出の収入でございますが、１項企業債 ５００

万円は医療機器の購入分でございます。２項出資金は１対 ２５０万 ０００円で、一 

般会計からの出資金でございます。３項固定資産売却代金及び看護師就学資金返還金は

科目設定でございます。
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４４ページの１歳資本的支出では、医療機器及び備品購入費で ０００万円でござい

ます。医療機器の内るは、予算説明資料の５ページで購入予定の１４件を上げておりま

すが、１きなものとしましては、眼科におけます白内８手き装置や臨万００科の呼吸機

３測定装置などであります。事務費及び病院２円３事業費は廃目といたしております。

２項企業債償還金３対 ６２０万 ０００円は企業債償還元金分でございます。３項投 

資の１目長期９入金４８０万円につきましては、看護師修学資金２与金で、月額５万円

の８人分を予定いたしております。

４５ページ、４６ページにつきましては、注記事項でございます。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３３号議案の提案説明は終わりました。

以上で令和２年度各会計予算の提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１４時３５分といたします。

午後２時２０分休憩

午後２時３５分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

・ ・

日程第２ 承認第１号

○議長（安部 重助君） 日程第２、承認第１号、第２期神河町人口ビジョン及び第２期

神河町地域創生総合戦略の策定の件を議題とします。

承認第１号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第１号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認は、第２期神河町人口ビジョン及び第２期神河町地域創生総合戦略の策定の件

でございます。国のまち・ひと・しごと創生法に基づき、全国の各３１度において地方

創生の深化に向けた切れ目のないるり組みを進め、第１期地方万総合戦略の総仕上げと、

次期総合戦略策定に向けた政策課題の洗い出しなどを進めることが定められたことから、

神河町においても第２期神河町人口ビジョン及び第２期地域創生総合戦略を策定したと

ころでございます。

第１期では、平成２５年、２６年に４０人台まで減３した出生数を、平成２７年７０

人、平成２８年度７１人と目標の８０人に近いところまで回復させることができたこと

など一定の成果を上げることはできましたが、２０歳以上の転出超過をゼロ人とすると

いう目標などには届いておらず、人口減３による円ミュニ１ィ活動の低下や企業や事業

所の人手対足、後継者対足など、さまざまな影円が出てきております。この人口減３カ

ーブをこやかにし、地域活力を・持することを目的として、令和６年度の目標人口を１
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万人と定め、るり組むことといたしました。このために、第１期の４つの基本目標を継

続しつつ、第２期神河町人口ビジョン及び第２期神河町地域創生総合戦略を策定いたし

ましたので、神河町議会基本病例第１４病の規定に基づき、議会の承認を求めるもので

ございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課参事から御説明いたしますので、よろし

く御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 真弓ひと・まち・みらい課参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼アグリイノベーション特命参事（真弓 憲吾君） ひと・

まち・みらい課、真弓でございます。それでは、承認第１号、第２期神河町人口ビジョ

ン及び地域創生総合戦略の策定の件につきまして御説明いたします。

平成２７年度策定の第１期人口ビジョン及び総合戦略の計画期間５カ年では、「交流

から定住へ」を合い言葉に特に移住定住施策に重点的にるり組み、平成２５年、２６年

に４０人台まで減３した出生数を７０人台まで回復させることができました。また、空

き家バンク、１ングルマザー移住支援、の者世の向けの各０住宅施策などでは、１２６

世の３５６人の転入だけでこれだけの実３を上げることができました。町内在住者の利

用を合わせますと、２８７世の９５８人の転入者を１やして転出者を減らすことができ

たと言えます。また、新規就業者数２００人という目標につきましては、１８３人、９

２％を達成しておりますし、観光交流につきましては、道の駅「度の馬車道・神河」、

そして７山高原スキー８の建設などによりまして６０万人台から８０万人台まで２加さ

せ、目標の１００万人に近づけることができるなど、一定の成果を上げることができた

と言えます。しかしながら、依然としまして転出超過はとめることはできませんで、出

生数も再び減３に転３５０人台にな０ております。

こうした背４の中、切れ目のない地域創生を進めようということで、産・官・学・金

労・言・士・住の各界の御代表２８名の委員にお願いしまして、１０月、１２月、２月

の３回の地域創生戦略会議を開催しまして、それぞれ御審議をいただきました。また、

の者向け、子育て世の向け、転入者向け、転出者向けの４０類のスン７ート調０を実施

しまして、さらに、役８内の各課の第１期事業についての０ス、そして戦略会議の意億

を受けての施策の０討などを積み重ねまして、第２期人口ビジョン及び地域創生総合戦

略としてまとめたものでございます。

それでは、資料の要点のみを説明させていただきます。

まず、人口ビジョンでございます。１ページ目をお開きください。１章、神河町人口

ビジョンの１置づけとしております。１番、策定の目的としまして、神河町人口ビジョ

ンは、本町における人口の現状及び今後の将万展望を明らかにするもので、町民のまち

づくりに関する認識を共有し、本町における今後の各０るり組みにおける基礎となるも

のです。
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２番としまして、人口ビジョンの期間としましては、令和４２年、２０６０年までと

します。なお、今後の人口動向に合わせまして必要に１３て億直すこととします。

２ページからは、人口の現状分析について述映ております。２ページから２０ページ

までは説明を０愛させていただきます。

では、この２１ページ目をごらんいただきたいと思います。第１期の人口ビジョンで

は平成２２年度の国勢調０を基礎としておりましたが、第２期では平成２７年度の国勢

調０を反映したものとなります。国立社会保８・人口問題研却所、通称、社人研と呼ん

でおりますけれども、この推計によりますと、２０２０年の推計人口が１万６６１人か

ら１万５８４人へと下方修正されております。この２７年国勢調０を基礎としました社

人研推計を基本に４のパターンを設定しております。

パターン１は、平成２７年の国勢調０を反映させました社人研推計、パターン２、３、

４につきましては、２２ページに２０６０年に合計特殊出生率を⒉０にすることを目標

に段階的に２加させた数値を示しておりますけれども、この数値を１０ております。こ

の出生率分だけを２加させたというものがパターン２でございます。パターン３につき

ましては、これに追加しまして、全ての年齢層で転出超過をゼロにするというものがパ

ターン３でございます。パターン４は、第１期人口ビジョンのときと度３く２０歳以上

だけの転出超過をゼロにするというものでございます。これを２３ページにグラ３をし

ております。今回の第２期人口ビジョンでは、第１期と度３くパターン４を目標とする

ことが妥当であると３断しております。

２４ページ以降は、人口減３が与える影円について述映ております。

２７ページから４２ページにつきましては、町民スン７ートの調０結果を抜粋したも

のを載せております。ごらんおきいただきたいと思います。

それでは、４３ページをお開きください。今回策定しました人口ビジョンにおける本

町の目指す方向では、このパターン４により１ミュそー１ョンしました２０６０年の人

口目標、第１期では ３１１人であ０たものを ４６３人と設定し直すこととし、令和 

７年度、２０２５年に実施する国勢調０人口の目標を１万人とすることとします。

次に、総合戦略の御説明をいたします。

総合戦略の３ページ目をお開きください。第２期地域創生総合戦略は、令和２年度か

ら令和６年度までの５カ年の計画とします。

次のページ、４ページでは、この地域創生総合戦略の１置づけを度系づけております。

昨年度策定されております神河町の市高１の計画であります第２次長期総合計画のもと

に各担当課におきます分野別のさまざまな計画が策定され、これら分野別計画の人口対

策につながる施策を絞り億んだものを地域創生総合戦略として１置づけることとします。

５ページ以降は、神河町の現状と課題についてまとめておりますので、ごらんおきい

ただきたいと思います。

それでは、１７ページをごらんください。第１期総合戦略の０ス作業として、町民対
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象のスン７ート調０によりまして、各施策のに足度や重要度についての調０結果をまと

めたものでございます。に足度が高いのは、魅力ある観光地づくりと情報発信、防災環

境の向上などで、一方、対にの声が高いのは、就労機会の拡１や企業誘致などとな０て

います。また、今後の重要度については、安心して子供が出産、子育てできる環境の構

３や住みたくなる居住環境の整備、就労機会の拡１等で高い状況とな０ております。

１８ページをごらんください。これらのに足度、重要度をＸＹグラ３でまとめており

ます。着色しております第２象限のるり組みが今後重点的にるり組む映き施策であると

言えます。

２０ページをごらんください。これまでの結果を以まえまして、総合戦略の市１の目

標としまして、２０２５年国勢調０人口の目標を１万人と設定し、この将万目標人口を

確保するため、国の総合戦略における４つの基本目標でありますとかスン７ート調０を

以まえまして、第１期の４つの基本目標を継続して設定し、その目標ごとにＫ前Ｉを設

定して事業を展開していくことにします。

まず、２１ページ目の基本目標１、「豊かな３然を活かし、安定したしごとを創合す

る」としております。ここでは、Ｋ前Ｉとしまして、重要業３指標というＫ前Ｉといい

ますけれども、新規就業者数１００人を目標とします。この１００人を達成するために

以下の１０の事業を進めることとしております。この３しめく０ていただきまして、２

６ページに９３のちで０と折り億みをしております度系図としてまとめておるものがご

ざいまして、ここにこのＫ前Ｉ数値の積算根拠として示しておりますので、御参照いた

だきたいと思います。

次に、２２ページ、基本目標２でございます。「地域の魅力を高め、交流から関係、

そして定住へとつなげる」ということで、今回は「関係」という言葉を追加しておりま

すけれども、第１期と度度、２０歳以上の転出超過をゼロとすることをＫ前Ｉとして設

定したいと思います。以下の８つの事業にるり組みます。第１期で効果のあ０たの者世

の向け各０住宅施策等につきましては、引き続き進めることとします。また、人材対足

で影円の出ている町内事業所では、外国人就労者がもう既にかなり２加してきておりま

す。今後も２加していくことが予想されるため、受け入れ環境整備としまして日本語教

万などの事業を８実していくこととします。また、１学進学等で転出した子供さん、そ

のまま４１部で就職してしま０た子供さんたちに、将万的にＵターンにつながるよう地

域愛を醸成していくるり組みを強化していきます。さらに、関係人口という概念を新た

にるり入れまして、より深く町にかかわ０てもらえる人を１やすため、これまで町でる

り組んできました事業を再度億直しまして８実させていくということと、情報伝達手段

をこれにミックスしまして拡１させていくということとしております。

次に、２３ページ、基本目標３でございます。「希望をも０て結婚・出産・子育てで

きる社会を実現する」としておりまして、ここでは、Ｋ前Ｉを第１期戦略と度３く出生

数８０人を継続していくということとしておりまして、６つの事業を推進いたします。
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ここでは、出生数を２加させるために必要なこととして、スン７ート等でニーズの１き

か０た安心して子供を預けられる環境の整備を実現するため、認定こども１の整備と対

足している保育士の確保等を重要事業として０討を強化していくこととしております。

また、１１町、福崎町と３町合度で病児・病後児保育とい０たことも新たに進めていく

ということにな０ております。

次に、２４ページでございます。基本目標４、「安心して過ごせる豊かな暮らしを創

合する」としております。これは、Ｋ前Ｉを神河町に住んでよか０た、生まれてよか０

たと感３る住民の０合、平成３０年度のスン７ート調０では７４％という数字が出てお

ります。これは３回、長期総合計画を策定されるときにとられる項目でして、これを次

回は８０％にするということを目標として、この５つの事業にるり組んでいくというこ

とにしたいと思います。ここでは、特にこれからの人口減３時代に対１したまちづくり

に備えるということで、地域２議会の設置に向けまして、各ブロック単１で地域課題を

１決していく仕組みづくりを目指していくということでありますとか、一層の防災対策

を進め、安心して暮らせるまちづくりを進めていくこととしております。

以上、４つの目標で全部で２９の事業にるり組むということにしております。

以上、第２期神河町人口ビジョン及び地域創生総合戦略の策定につきましての概略を

御説明いたしました。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第３ 承認第２号

○議長（安部 重助君） 日程第３、承認第２号、神河町空家等対策計画の策定の件を議

題とします。

承認第２号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第２号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認は、神河町空家等対策計画の策定の件でございます。

我が国における人口減３化の影円により、適正に管理されない空き家が総務省の住宅

・土地統計調０によると２加し続けています。国においては、これらの対策を講３るた

め、平成２６年に空家等対策の推進に関する特別措置法を制定し、るり組みを行０てお

ります。

神河町におきましても、平成２９年６月に神河町空家等の適正管理及び利活用に関す

る病例を制定し、空き家等の対策を行０ております。このたび神河町内における空き家

等に対する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第６病の規定により神河町空家

等対策計画を策定いたしましたので、神河町議会基本病例第１４病の規定に基づき、議

会の承認を求めるものでございます。
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以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、承認第２

号の詳細説明をいたします。

本計画につきましては、平成２６年１１月に成立し、翌２７年５月から全面施行され

ました空家等対策の推進に関する特別措置法の第６病の規定により策定するものでござ

います。

なお、策定については法的には努力義務ではございますが、今後２１する空き家等の

対策を考えますと、国の指針等に基づき、本町においても策定することが必要と３断を

いたしました。また、国の社会資本整備総合交付金や県の対助金を受ける８合にも、本

計画の策定がとても重要にな０てきております。本計画の策定につきましては、法第７

病に規定されています神河町空家等対策２議会を設置し、平成３０年度に各区長度の情

報提供などを参考に実施しました実態調０を基本に、今後のるり組みについて策定を行

いました。

それでは、各章ごとの主な項目について御説明をいたします。全度の構成は、第１章

から第６章までとな０ており、市後は、資料６を添付しておりますので、お願いをいた

します。

お手元に配付してございます神河町空家等対策計画に基づいて御説明をさせていただ

きます。

１ページをごらんください。まず市４は、第１章、計画の概要です。８ほどの説明に

加え、平成２９年６月に神河町空家等の適正管理及び利活用の３進に関する病例を制定

し、神河町における空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施し、住民が安全か

つ安心に暮らすことができる生活環境を確保するとともに、空き家等を貴重な資対とし

て交流から関係、そして定住へと利活用を推進し、地域活性化に１与することを目指し

ております。特に空き家等の定義につきましては、空家等対策２議会においても１心な

議論が行われ、資料６においてできるだけ詳細に掲載しております。

また、計画の１置づけにおきましても、第２次神河町長期総合計画や地方創生総合戦

略とも関連性を持つこととしています。そして対象エリスは神河町内全域とし、計画の

期間は令和２年度から令和６年度の５カ年としています。

次に、４ページですけれども、町長へのトップインタビューを掲載しています。町長

には、これまでのるり組みの評価と課題、そして今後の具度的な方策、周辺環境への影

円を及ぼす特定空き家等における現状と今後のるり組みについて町長の考え方をお示し

しております。

－１５１－



次に、５ページ、第２章、空き家等の現状と課題です。全国及び兵庫県の現状と平成

３０年度に実施しました空き家等実態調０の概要並びに所有者等への意向調０について

でございます。そしてその実態調０等から本町の課題が億えてきました。まず実態調０

においては、空き家等の疑いが５９８棟ございました。なお、この調０は、外観目１上

であることを申し添えておきます。特に空き家の中でも、そのままに置していると、周

辺への影円を及ぼす危険な空き家等が寺前地区に多いことがわかりました。

次に、３６ページに参りまして、第３章、空き家等対策の基本的な方針でございます。

原則として、空き家等は歳人のれ有財産であるため、第一義的には、その所有者が３己

責任において適切に管理することを前提として次の基本目標を定めました。所有者等の

責務による管理を原則とし、神河町が適切な管理と情報発信を行い、安心して過ごせる

豊かな住環境を創出するとし、空き家等対策の基本方針を５つの施策を中心にるり組む

ことといたしました。施策１、空き家等の発生予防、発生時点での迅速な対１、施策２、

空き家の適正管理、施策３、空き家等の除却・１１、施策４、空き家等の有効活用、施

策５、地域や関係機関との２万、庁内の連携度制の構３、以上の施策を中心としるり組

んでまいります。

次に、４０ページ、第４章、空き家等の対策でございます。第３章で掲げました基本

方針の５つの施策を実行する具度的なるり組みについてでございます。本章では、空き

家等が発生することをに然に防害し、空き家等が発生した時点での迅速な対１を図り、

空き家等を２加させないことが市も重要であり、各施策ごとの具度的なるり組み内容は、

３７ページから５５ページに掲載しております。

次に、５６ページ、第５章、特定空き家等への措置及び対処についてでございます。

法に基づき、そのままに置すれ４危険な空き家等について、神河町空家等対策２議会で

２議し、町が市終的に認定します特定空き家等への対１についてでございます。その特

定空き家等を認定するための３断基準、３断の流れ、措置の内容、措置の内容と対処を

具度的に定めています。なお、６０ページには、措置の執行の流れを３ロー図化してい

ます。

次に、６１ページ、第６章、計画の推進としてでございます。本計画を円滑に推進す

るため、神河町空家等対策２議会の運営や関係機関との連携、特に役８庁き内部の連携

が重要であります。また、住民からの相談につきましても、情報共有できる仕組みを構

３してまいります。

市後に、その・といたしまして、計画期間内の３更や計画期間終了後の億直し、・法

令との連携を掲載しております。

以上が神河町空家等対策計画の概要でございます。今後、国や県の対助金等を活用し、

除却や利活用する８合において本計画が重要となることから、神河町議会基本病例第１

４病の規定により、議会に提案するものです。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。
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○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第４ 承認第３号

○議長（安部 重助君） 日程第４、承認第３号、第２期神河町子ども・子育て支援事業

計画及び第２期神河町次世代育成支援対策推進行動計画の策定の件を議題とします。

承認第３号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第３号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認は、第２期神河町子ども・子育て支援事業計画及び第２期神河町次世代育成支

援対策推進行動計画の策定の件でございます。

平成２７年３月に策定いたしました神河町子ども・子育て支援事業計画及び神河町次

世代育成支援対策推進行動計画は、平成２７年度から令和元年度までの５年間の計画と

して子ども・子育てに関する施策を推進してまいりました。令和元年１０月には、子ど

も・子育て支援法が円正され、１児教育・保育の９償化が始まりました。１児教育・保

育の９償化は、１児教育の負担３減を図ることで全ての子供たちに質の高い教育の機会

を保８し、生涯にわたる人格形成の基礎を培うことを目的としています。

このたび、令和元年度をも０て計画期間がに了することにはい、近年の社会潮流や本

町の子供をるり巻く現状を以まえ、第２期神河町子ども・子育て支援事業計画及び第２

期神河町次世代育成支援対策推進行動計画を策定いたしましたので、神河町議会基本病

例第１４病の規定に基づき、議会の承認を求めるものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、教育課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。それでは、

詳細について御説明申し上げます。

お手元に配付してございます第２期神河町子ども・子育て支援事業計画及び第２期神

河町次世代育成支援対策推進行動計画に基づいて説明をさせていただきます。

市４に、市後のほうになります５８ページをごらんください。計画の策定に当たりま

しては、５８ページに記載しております神河町子ども・子育て会議委員で構成いたしま

す子ども・子育て会議において、また、５９ページに記載してのとおりに昨年度から合

計５回の会議を重ね、計画の内容について２議をいただきました。

それでは、１ページに戻０ていただきまして、内容の説明をさせていただきます。

まず、第１章では、計画の策定に当た０てということで、計画策定の趣旨と背４、計
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画の１置づけ、計画の期間を記載しておりまして、計画策定の趣旨と背４として、１激

な３子化の進行など、社会経済への影円を与える懸念のある課題が多々発生しており、

子育てをめぐる地域や家庭の状況は３化を続けていますというところでございまして、

平成２７年３月に第１期の計画を策定し、計画期間がに了することにはい、第２期の計

画を策定するものでございます。

２ページをごらんください。計画の１置づけについて、本計画は、子ども・子育て支

援法第６１病に基づく１町１子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援対策推進

法第８病第１項に基づく、１町１次世代育成支援行動計画として策定するものでござい

ます。計画の策定に当た０ては、構成図のとおり、上１計画であります第２次神河町長

期総合計画や、その・の関連計画との整合を図０ております。計画期間は令和２年度か

ら令和６年度までの５カ年とし、計画の中間年度と計画の市終年度である令和６年度に

は計画の達成状況の確認と億直しを行います。

３ページをごらんください。第２章として、神河町をるり巻く状況を記載しておりま

す。人口の推移というところで、また、４ページでは、子供の人口の状況、出生数、出

生率の状況、５ページでは、合計特殊出生率の状況、人口動態の状況を記載しています。

承認第１号にもありましたが、合計特殊出生率とは、米印で記載しております一人の女

性、１９歳から４９歳が一生のうちに出産する子供の平０の数でございます。神河町で

平成２７年度時点で⒈５２人で、兵庫県や全国よりも高くな０てございますが、出産す

る女性の数が減０てきておりますので、人口は減３の一途をたど０ているという状況で

ございます。

６ページでは、世のの状況、母子世の及び父子世のの状況を記載しております。

７ページでは、女性の就業の状況を記載しております。女性の就業率は向上しており

ますが、依然として出産期であります３０歳代における就業率の落ち億みが億られます。

８ページでは、スン７ート調０結果から億た現状を記しています。スン７ートの概要

は記載のとおりでございます。以降１８ページまでスン７ート調０結果を記載していま

す。８ページの①では、日ごろ子供の面倒を億てもらえる親族、知人の有９について回

答が多か０たのは、日常的に祖父母の親族に億てもらえる、また、０１時や用事の際に

は祖父母の親族に億てもらえるということでございました。

９ページの②の子育てをする上で特に対安に思０ていることや悩んでいることで回答

が多か０たのは、保育による度の疲れや子育てで出費がかさむ、３分の３由時間が持て

ない等でございました。③の保護者、母親の現在の就労状況について、就学前の母親は

３ルタイム、パートタイム合わせて５⒐０％が就業している状況とな０ています。

１０ページの④の保護者、母親の１年以内の就業希望については、パートタイムで万

きたいという回答が３０％を超えていました。

１１ページをごらんください。⑥の９償化された際に定期的に利用したい事業につい

てはというところで、１１１、１１１の預かり保育、認可保育所、認定こども１の順で
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希望が多い結果とな０ています。

１２ページの⑦の土曜日と日曜日、祝日等の定期的な保育の利用希望については、土

曜日に利用する必要がないという回答は５⒎２％、月に一、二回利用したいという回答

は３２％でありました。日曜日、祝日に利用する必要がないという回答は７⒌３％で

した。⑧の長期休暇中の利用希望につきましては、週に数日利用したいという回答は４

⒉０％、ほぼ３日利用したいが３⒋０％でありました。

１３ページをごらんください。⑨の地域子育て支援事業の利用については、きらきら

度を利用しているは４⒈０％、おひさま教万を利用しているは２⒋７％でした。⑩の地

域子育て支援事業の利用希望については、新たに利用したり、利用日数を１やしたいと

は思わないが約４０％でありました。

１４ページをごらんください。１１の病児・病後児保育については、万年度の開設に

向けて現在準備を進めているところでございますが、１４ページ、中段以降の子供が病

気やけがの際の対１について億ますと、母親が休んだが市も多く、就学前の保護者で７

⒈３％、小学生の保護者は６⒊５％でした。

１５ページをごらんください。病児・病後児保育事業の利用意向については、就学前

の保護者でできれ４利用したいが３７％でした。⑫の一時預かりにつきましては、利用

していないが７⒏３％でした。

１６ページをごらんください。子供を預ける８合の望ましい形態については、就学前

の保護者については、一時預かり、１１１の預かり保育という意億が６０％を超えてい

ました。

１７ページをごらんください。⑬の小学生にな０た際のに課後の過ごし方については、

低学年では３宅が６⒊２％、習い事が３⒋２％、学童利用が５⒎９％でありました。高

学年では、３宅が７⒍３％、習い事が４⒋７％、学童利用が３⒐５％でした。⑭の小学

生の学童の利用意向については、利用したいが２⒍７％、必要がないが７９％でした。

１８ページをごらんください。⑱の保護者の母親の育児休業の利用については、母親

の８合、万いていなか０たが４⒌２％、育児休業をる０したが３⒋３％でありました。

育児休業後の復帰については、育児休業後、職８に復帰したが７⒈９％と市も高い５率

でした。

１９ページをごらんください。１９ページから２３ページまでは、１児期の教育・保

育、地域子ども・子育て支援事業の進捗状況として、それぞれの事業の平成２７年度か

ら５年間の量の億億みと実３値を上げております。

２４ページをごらんください。２４ページでは、神河町の子ども・子育てをるり巻く

課題として６つの課題を上げています。

２６ページをごらんください。２６ページ以降は、スン７ート調０結果を以まえまし

て、第３章として、基本理念、基本目標、施策度系を記載しています。基本理念としま

しては、第２次神河町長期総合計画の子育て分野における実現を目指す将万像を以まえ
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まして、基本理念としてそこに記載しておりますとおり、「お父さんやお母さんがいき

いきと暮らし、子育てが楽しいと思えるまちづくり」としております。基本目標は、以

下の６つの基本目標を掲げ、子ども・子育て支援を進めてまいります。目標の項目とい

たしましては、第１期とほぼ度３項目としております。

２８ページをごらんください。２８ページでは、基本理念、基本目標を達成するため

の基本施策の度系図を示しています。

２９ページをごらんください。ここからは第４章として、地域における子育て支援サ

ービスの８実など、基本目標を達成するための施策を歳々に４３ページまで記載をして

おります。

以下、省略させていただいて、４４ページをごらんください。４４ページ以降は、第

５章として、量の億億みと確保方策として、子ども・子育て支援事業の量の億億みとそ

の方策を５４ページまで記載をしております。なお、⑩の病児・病後児保育事業の量の

億億みにつきましては３し１きな数字とな０ておりますが、スン７ート結果から積算い

たしました結果とな０ております。今後は、し０かりとニーズを把握してニーズに沿０

た対１をるり組んでいかなけれ４ならないと考えております。

５５ページをごらんください。第６章、計画の推進として、関係機関の役０、国や県、

近隣３１度との連携、計画の進行管理を記載しています。なお、計画の進行管理につき

ましては、前ＤＣ９サイクルの考え方を以まえて評価、点０を行い、進行状況の把握を

行います。また、子ども・子育て会議にて意億を聴るし、その結果を以まえ必要に１３

て本計画の億直し、円善を図０てまいります。

市後に、資料６として、５６ページに８ほども申し上げましたが、子ども・子育て会

議病例、５８ページには、８ほど冒頭で説明させていただいた子ども・子育て会議の委

員の皆度の名簿、そして市後の５９ページには計画の策定経過を記載をしております。

以上が計画の内容の詳細でございます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

次の本会議は、あす３月５日午前９時再開といたします。

本日はこれで散会といたします。どうも御苦労さまでした。

午後３時１８分散会
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